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○日時 令和５年６月16日 午前10時00分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第１号 令和５年度網走市一般会計補正 

予算中、所管分 

２．議案第２号 網走市附属機関条例の一部を改 

正する条例制定について 

３．議案第４号 網走市国民健康保険条例の一部 

を改正する条例制定について 

４．請願第３号 道教委「これからの高校づくりに 

関する指針」を抜本的に見直しす 

べての子どもにゆたかな学びを保 

障する高校教育を求める意見書提 

出についての請願 

５．請願第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負 

担率２分の１への復元、「30人以 

下学級」の実現など教育予算確保 

・拡充と就学保障の実現に向けた 

意見書提出についての請願 

６．請願第６号 あばしり子ども未来支援条例の制 

定を求める請願 

７．行政視察について 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    永 本 浩 子 

 副 委 員 長    村 椿 敏 章 

 委 員    金 兵 智 則 

            栗 田 政 男 

            里 見 哲 也 

            古 田 純 也 

            古 都 宣 裕 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○委員外議員（２名）  深 津 晴 江 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名）   井 戸 達 也 

            澤 谷 淳 子 

            立 崎 聡 一 

            松 浦 敏 司 

 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 市民活動推進課長    田 中 靖 久 

 戸籍保険課長    渡 邉 眞知子 

 戸籍保険課参事    小 沼 麻 紀 

 社会福祉課長    清 杉 利 明 

 子育て支援課長    岩 本 純 一 

子育て支援課参事    東 出 信 幸 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 学校教育部次長    大 垣 正 紀 

社会教育部長    吉 村   学 

 学校教育課長    高 橋 善 彦 

 スポーツ課長    大 西 広 幸 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    石 井 公 晶 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから、文教民生委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会では、付託されました議案３件、請

願３件について審査し、行政視察についても協議い

たします。 

 本日の進行ですが、まず市民環境部、健康福祉部

関係分について審査後、理事者入替えを行い、教育

委員会関係分について審査いたします。 

 その後、請願の審査を行います。 

 それではまず初めに、議案第４号網走市国民健康

保険条例の一部を改正する条例制定について説明を

求めます。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 議案資料４号、38ペー

ジを御覧ください。 

令和５年 網走市議会 

文 教 民 生 委 員 会 会 議 録  

令和５年６月 16日（金曜日） 
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 議案第４号網走市国民健康保険条例の一部を改正

する条例制定につきまして御説明いたします。 

 改正の趣旨でございますが、国民健康保険法施行

令の一部を改正する政令が施行され、保険料負担の

公平性の確保と、中低所得層の保険料負担の軽減を

図る賦課限度額が見直されたこと、及び保険料軽減

の対象世帯に係る所得判定基準が見直されたことか

ら、所要の改正を行うものであります。 

 改正の内容でございますが、１点目は、後期高齢

者支援金等限度額を22万円に引き上げる改正を行う

ものであります。 

 ２点目は、被保険者均等割額、及び世帯別平等割

額を軽減する所得判定基準について、５割軽減の基

準については、被保険者である世帯人数に乗じる金

額を29万円に引き上げ、２割軽減の基準について

は、53万5,000円に引き上げるものであります。 

 新旧対照表は次ページ以降に記載しております。 

 施行期日は公布の日から施行し、令和５年４月１

日から適用するものとしています。 

 経過措置につきましては、この条例による改正後

の第18条の６の12、及び第22条の規定は、令和５年

度以降の年度分の保険料について適用し、令和４年

度以前の年度分の保険料については従前の例による

ものとします。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 今回は国の保険法施行令の改定に

よって、この保険料を上げると、限度額を上げると

いうことなんですが、一つは保険料収入がこれで増

えると思うんですよね。実際どれくらい増える予定

なんでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 限度額が22万円に引き

上げられたことによりまして、後期高齢者支援分で

約705万円の増額を見込んでおります。 

○村椿敏章委員 ということは、世帯数は300世帯

ほどだっていうことですか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 はい、限度額超過世帯

につきましては、改正後で339世帯を見込んでおり

ます。 

○村椿敏章委員 これで保険料収入が増えるという

ことなんですが、上げた理由としては保険料の負担

の公平性の確保、そして中所得者、低所得者の保険

料負担の軽減を図る観点だということなんですけれ

ども、前回の保険料率か、保険料率の議論をしたと

きにかなり上がるっていう話は聞いたんですが、こ

の軽減をしたということでほかの保険者への軽減と

いうのは難しいですよね、なかなかね。 

 実際は、保険料収入は、今回料率も上げたこと

で、どのくらい上がることになるんですか。総体

で。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時05分休憩 

             午前10時09分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 ただいまの村椿委員の質問に対する答弁は、現在

数字を精査中ですので、次の質問に移っていただき

たいと思います。 

○村椿敏章委員 もう一つですね、軽減対象世帯に

係る所得判定基準の見直し、これが５割減額となる

方が5,000円上がって、また２割減額の方が１万

5,000円ですか、上がるということなんですが、そ

れぞれこれに関わって、何世帯、その後、５割減額

が増えるのか、２割減額が増えるのかお示しくださ

い。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 新たに減額対象となる

世帯は５割軽減で11世帯、２割軽減では９世帯とな

っております。９世帯が増えるということになって

おります。 

○村椿敏章委員 金額自体がそんなに幅がないの

で、それほど増えないんだろうなと思いましたけれ

ども、その程度だということですね。わかりまし

た。 

 実際、今回の限度額を上げることによって705万

円の収入が多くなるということなんですが、実際、

中低所得層への保険料負担というのは、それほど変

わらないのかなというのがおおよそ予想はつくんで

すけれども、この今の保険料を払えないでいる方が

たが、やっぱり低所得者、それから中所得者の方々

なので、その料金が上がることによってね、収入が

減ってくる可能性もあると思うんですけれども、そ

れについてはどう考えていますか。 

 上がることによって、滞納が増えるのではないの

かという心配が考えられるのですが。 

○永本浩子委員長 村椿委員。 

○村椿敏章委員 すみません、訂正します。 

 今回のやつでいったら、限度額の部分ですから、

総体の議論ではないのかもしれませんが、ただその

辺が非常に気になるなということで今話させてもら

いました。 
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 そこについては、この中では議論にはならないと

いうことですね。 

 了解です。 

 あとは、今の国保世帯の料金が非常に高いという

ことなので、ほかのけんぽの保険、協会けんぽから

見たらぐっと高い保険料なので、なるべく上がらな

いように努力してもらいたいなと思っています。 

 そのためには医療費を減らすということだと思う

んですけれども、それについてはどのような対応と

いうか、どういうふうに考えていますか。 

○永本浩子委員長 ただいまの村椿委員の御質問で

すけれども、今回の審議内容とはちょっと外れる部

分があるかと思いますので、また一般質問等別の機

会でお願いしたいと思います。 

○村椿敏章委員 また同じか。はい、そうさせてい

ただきます。 

○永本浩子委員長 それでは、先ほど村椿委員の質

問に対する答弁をお願いいたします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 増額につきましては

5,261万6,000円増額となります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 総体でいくと5,261万。705万円が減額された状

態、減額じゃない、増えた状態で5,261万円ですか

ら、この339世帯以外の方々でいくと、4,500万円ぐ

らいの負担が増えるというふうに考えればよろしい

ということですね。 

 そこについては理解しました。 

 以上で終わります。 

○永本浩子委員長 そのほか、質疑のある方いらっ

しゃいますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第４号網走市国民健康保険条例の一部を改正

する条例制定については、全会一致により、大方の

賛成により、原案可決すべきものとして決定してよ

ろしいでしょうか。 

○村椿敏章委員 私、反対とは言ってないから。 

○永本浩子委員長 大丈夫ですか。 

 失礼いたしました。 

 それでは、全会一致により原案可決すべきものと

して決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 

○永本浩子委員長 次に、議案第１号令和５年度網

走市一般会計補正予算中、消費生活推進事業、消費

生活相談事業について説明を求めます。 

○田中靖久市民活動推進課長 議案資料１号、19ペ

ージを御覧ください。 

 令和５年度一般会計補正予算中、市民活動費、消

費生活相談事業の補正について御説明いたします。 

 １．補正の理由及び内容ですが、北海道消費者行

政強化事業補助金を活用し、消費生活に関わる消費

生活相談員の相談技術の向上と、消費者問題に対す

る市民の意識向上を図るほか、特殊詐欺や悪質商法

への注意喚起などを行うための事業費を追加補正す

るものでございます。 

 経費の内訳につきましては、高齢者ふれあいの家

などで開催する、消費者教育出前講座の講師謝礼18

万円、特殊詐欺などの啓発チラシ等の作成費82万

7,000円、地産地消をテーマとした消費生活出前講

座委託料や、消費生活啓発ラジオ番組制作の委託

料、合わせて34万2,000円、消費者相談室の相談員

４名、国民生活センターなどの主催研修会の研修負

担金44万円の合計178万9,000円となっております。 

 次に、２．補正額ですが、（１）の歳出予算は、

消費生活相談事業に178万9,000円を追加し、補正後

の事業費総額は449万9,000円となります。 

 （２）の歳入予算につきましては、全額北海道か

らの消費者行政強化事業補助金であります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○里見哲也委員 私は、昨年までの10年くらいこの

相談員の仕事をしていましたので、ここに今言われ

た注意喚起など等ですね、これは被害の防止に必要

なことだと思っていますし、それから特殊詐欺の手

口、詐欺ばかりではないですけれども、どんどん新

しいやり方に変化していますので、この相談員の研

修参加、これも必要な費用だと理解します。 

 ただ１点ちょっと質問なんですけれども、相談員

のなり手が不足、募集しても応募がないとか、そう

いった問題も含めてですね、相談員の待遇の向上、

これは予算ばかりではないですけれども、ただ予算

的な対応も必要かなというふうに思うときに、その

辺り、この補正予算を含めてですね、この相談員の

待遇の向上っていうのはどんな現状で考えていらっ

しゃいますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 消費者トラブルが複

雑多様化している状況でございますので、その問題
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解決を図るために、消費者生活相談員の報酬引き上

げなどの待遇改善というのは一つの方策というふう

に考えてございます。が、今回の補正につきまし

て、その報酬引き上げ等の経費については、北海道

消費者行政強化事業補助金の対象となっておりませ

ん。 

 その代わりとしまして、そういった相談に対し

て、相談員の能力向上を図るための研修費について

は今回補正で対応しているところでございます。 

○里見哲也委員 わかりました。 

 今回、これ補正予算ですから、私が今お話しした

要望はちょっと全体の部分もあるのでちょっと失礼

いたしましたが、今後の課題かなというふうにも理

解しておりますので、ぜひ、専門的な相談をやっぱ

りしているものですから、そこら辺の待遇の向上っ

ていうことも今後ちょっと考えていただきたいと思

いますけれども、今回補正予算につきましては、質

問については理解しましたので、以上です。 

 今後もよろしくお願いいたします。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○古都宣裕委員 すみません、ちょっと説明いただ

きたいんですけれども、講師の謝礼というので18万

円計上されていて、その他にセミナー等の委託料と

いうのがあって、僕の中で委託する中にそういう人

たちのものも入っているのかなっていうのが、これ

はちょっと別々なので、これどういう仕組みでなっ

ているのかちょっと御説明願います。 

○田中靖久市民活動推進課長 委託料の内訳という

ことでございますか、一つとして地産地消テーマと

した消費者教育出前講座として21万円、こちらはで

すね、市内コミュニティセンターや住民センターな

どで地元の食材を活用した料理教室などを開催し

て、地産地消の消費教育を行うものとしておりま

す。 

 講座につきましては、１回１万円の委託料として

計上して21回を予定しております。 

 それからですね、もう一つ、ラジオ制作番組、ラ

ジオ制作ということでですね、若年層の消費者被害

の未然防止や消費者教育の推進を図るため、消費生

活をテーマとしたラジオ番組を作成し、ＦＭあばし

りで放送しようと考えております。 

 十分程度の番組を複数作成しまして、今年のです

ね、去年と昨年同様、秋からですね、冬にかけて放

送を予定しております。 

 そちらが放送の制作費として13万2,000円を計上

しております。 

 講師の謝礼の報償費の分でございますが、高齢者

ふれあいの家や老人クラブで開催します、消費者教

育出前講座を実施しまして、謝礼として１万円、１

回１万円で18回分を計上してございます。 

○古都宣裕委員 消費者講座謝礼とセミナーと別々

な事業だというふうな説明だと思うんですけれど

も、それで理解しました。 

 わかりました。 

 ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○栗田政男委員 大変いい事業ですし、まだまだ推

進していただきたいんですが、この特殊詐欺はどん

どん巧妙化して、当市でもかなりの数の被害額が出

ていますが、原課のほうで今、当然押さえた上でこ

ういうふうに予算組みしていると思うので、現在わ

かる範囲で近々で構いませんから、どれぐらいの被

害で、主だったところを教えていただければと思い

ます。 

○田中靖久市民活動推進課長 令和４年度ですね、

特殊詐欺の被害状況ですが、網走市分で５件、前

年、令和３年度よりプラス３件となってございま

す。 

 令和５年度に入りまして、今確認できているもの

で１件被害が出ている状況でございます。 

○栗田政男委員 金額もできれば。 

○田中靖久市民活動推進課長 申し訳ございません

が、件数のみで、金額については今のところ手元に

ちょっと資料がございませんので改めてお示しした

いと思います。 

○栗田政男委員 大事な事業なので被害状況を確認

した上でしっかり予算組みしないと、現実を何も見

ないでやれやれという話にはならないので、その辺

をしっかりと確認をして、隣に警察署があるので、

幾らでも調べられるので、しっかりやっていただき

たいなと思います。 

 そこでですね、いろいろ委員との質疑を聞いてい

て、道のひも付補助金的な要素が強いのかなってい

う気がしていました。 

 でもこういうときに、だからこそ市で単費をつけ

てでもしっかりとした取組をするべきじゃないかと

いうふうに思いますし、里見委員が言ったように、

講師の方々がしっかりとした報酬をもらって、しっ

かりと取り組んでいただかないと、なかなかこの問

題は先に進んでいかないでしょうし、できるならば
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網走市ではそういう詐欺被害がゼロになってほしい

と、そういう先進的な地域になってほしいという思

いが強くあります。 

 網走規模の市ですから、しっかりと市が取り組

む、行政が取り組むことによってそれは可能ではな

いかなというふうに、これが大都会であるとなかな

か難しい面もありますが、網走市の規模であれば可

能ではないかなと。 

 残念なことに、本当に高齢の方々は騙されちゃう

のですね。 

 巧妙ですから、それで現実にこの田舎の地方都市

の網走でもかなりの被害額が出ているっていうのは

本当に悲しいことですし、取り戻すことは不可能な

ので、できるならばしっかりと取り組んでほしいの

で、こういう状況でこういうふうに補正という形で

組まれたんですが、これが道から来たお金を、やや

もすると、こういう形で張り付けなくちゃいけない

という苦しい選択だったのかなと思いますが、それ

だけじゃなくてね、市としてやっぱりしっかりと力

を入れてきていってほしいと思うんですが、その辺

の考え方っていうのは原課のほうでというふうに思

っていますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 特殊詐欺被害に遭わ

れた方については大変残念に思っておりますが、防

止に関する啓発というのが重要であって、そこに対

して予算をかけていきたいというふうに思っており

ます。 

 それと、あと啓発の中身につきましても、チラシ

の内容など、都度見直しながら最新の情報を取り込

んで周知を図っていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 しっかり取り組めという意味合い

で言っているので、それはそれでしっかり取り組ん

でほしいですし、啓発をして要望しなかったら何も

意味がないので、取られてしまった後に幾ら対応し

てもどうしようもない話なので、そういう取組を市

としてしっかりと行政としてやってほしいというお

願いと、ラジオ番組どうのこうのと出ていました

が、もうちょっと中身を詳しく聞きたいんですが、

なぜ聞くかというと、これはいつも問題になるんで

すが、視聴率っていうのが全然確認されていない中

で、果たしてそれがどれだけの効果があるかってい

うのが未知数なんですね。 

 だからその辺で、原課でそこに取り組むというこ

とを決めたということについての見解を知らせてほ

しいんです。 

○田中靖久市民活動推進課長 ラジオ番組の放送内

容ですが、令和４年度も実施しているんですが、六

つテーマを決めまして、一つが成年年齢が18歳にな

って何が変わったかっていう部分と、次に２番目が

身近に潜む悪質商法について、３番目がクーリング

オフ制度について、４番目がエシカル消費について

ということで、ＳＤＧｓとの関連性についての番

組、それから５番目が巧妙化する特殊詐欺に対して

騙されないためのポイントという番組、６番目が悪

質商法全般についての番組を作っております。 

 令和５年度については、また制作委託するＦＭあ

ばしりと高校生の放送部なんですが、そちらとも協

議を重ねて、内容のほうはまた組み直していきたい

と考えております。 

○栗田政男委員 多岐にわたってＰＲしていくとい

うことは理解しました。 

 ぜひとも取り組んでほしいんですが、これ本当に

お願いするんですが、ぜひともどれだけの人たちが

市民の皆さんが聞いているというある程度の数字を

押さえていかないと、本当にそれが有効なものか、

もしかすると少ない人数しか聞いていないという可

能性もあるので、正直に言って私は聞いていませ

ん。聞ける環境にもないですし、ですから、そうい

う方々も多分市民の皆さんでもいっぱいいるでしょ

うし、それはいろんな電波環境も多分影響している

部分もあるんでしょうし、時間帯とかいろんなこと

で、ラジオを聞ける時間が少ないといういろんなこ

ともあるんでしょうけれども、ぜひともこれはいろ

んな形で大体のシェア率というか、視聴率という

か、聞いていらっしゃる方の数字を押さえないと、

予算組みをしてお金をかける上では必要なことでは

ないかなというふうに思います。それについてはど

うでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 聴取率調査などとい

う実施についてはなかなか難しいものと考えていま

すので、例えばラジオの放送時間帯に聞けない方に

ついては、ホームページで制作動画、放送の動画を

掲載しておりますのでそちらをダウンロードして閲

覧できる形を取っております。 

○栗田政男委員 いつもの答えなんだけれども、そ

ういうことをしてまで見る人がいるかっていう問題

なんだよね。 

 そこだけ複雑な手続をしてまで見る人がいるかっ

ていう、そこを考えないと、いつもホームページで

アップしますからそれを見てくださいと、それで周
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知徹底しているみたいな言い方をするけれどもさ、

それおかしいんじゃないかと思うんだよね。 

 それだけで済む問題、それも一つの手法であるけ

れどもほかの手法も考えなくちゃいけないし、そう

いう環境にない人たちに対してもしっかりと周知し

ていく方法をいろいろ考えていくのが、あなた方の

仕事なんじゃない。 

 ちょっとその辺の考え方をもうちょっと改めても

らわないと困ると思います。 

 内容については理解をしましたので、以上で終わ

ります。 

○永本浩子委員長 それではほかに。 

○金兵智則委員 種々議論がありましたので１点、

今のラジオの放送の中で若年層に対してって言って

いたんですけれども、それだったらラジオじゃなか

ったんじゃないかなってちょっと思うんですけれど

も、若年層対策ならＳＮＳが中心にならなきゃいけ

ないんじゃないかなと思うんですけれども、それを

なぜラジオを選んだのか伺ってもいいですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 ＳＮＳの発信の部分

につきましては、例えばライン、市のラインなどで

被害の状況、周知を図っている部分もございますの

で、番組を作る過程を高校生と一緒に取り組むとい

う部分で、そこで一部の生徒にはなってしまうんで

すが、一緒に取り組むということで、啓発、周知な

どの実際の状況を感じ取ってもらいたいという部分

もありますので、ラジオということで考えてござい

ます。 

○金兵智則委員 何かちょっと無理があるなという

感じは、はっきり言わせてもらえれば、します。 

 もう一部の生徒って言っちゃっていますので、じ

ゃあ必要なのかっていう話になっちゃいますよね。

その一部、一緒に作る生徒のためだけに予算を付け

てラジオでやるのかって。そうじゃなくて、一緒に

作った生徒たちにＳＮＳで発信してもらうように指

導していって、広めていくっていうのが担当課の仕

事なんじゃないんですかね、どうでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 ただいまの御指摘も

ありますように、制作の過程で、制作に携わる高校

生ともいろいろ話して、学校内で情報発信してもら

うような形でお願いしていきたいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 ＳＮＳの分野でも生徒と一緒には

できるので、少し、ごめんなさい、言い方が悪いか

もしれないんですけれども、ラジオ在りきっていう

ように見えてしまうので、そうではなくてそれをど

う発信をさせていくか、ラジオ番組を作ったこと

を、生徒たちにこんな内容で作ったんですよって発

信してもらうことだってできるわけですよね。 

 そこに別に予算は必要ないわけで、そういう発想

を変えていかないと、これ、さっき栗田委員からも

ありましたけれども、これ道の補助金、毎回この６

月に付いてくるんですよね。それを毎回補正してい

るものですね、これに対してノーとは言わないです

けれども、せっかく付いた予算を有意義に有効的に

活用できるような取組をしていっていただきたいと

いうことを言わせていただいて終わります。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○古都宣裕委員 すみません、金兵委員の質疑にち

ょっと関してなんですけれども、ラジオ番組を高校

生とか学生さんと作るということだと思うんですけ

れども、であればＳＮＳの発信というのも、金兵委

員の言うように一つだと思いますし、せっかく作っ

た番組であるならば、学校の昼休みの時間だとか、

そういった時間に流して聞けるような環境にするこ

とも一つなんですけれども、その辺を考えています

でしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 今後ですね、学校側

とも協議してそういった放送ができるような形で取

り組んでいきたいと思います。 

○古都宣裕委員 せっかく作るのであれば、普通の

時間帯、学校がやっている時間帯に流すのであれ

ば、そういった形で全生徒が耳にするような環境に

するべきだと思いますし、いかに聞いてもらうか、

興味を持ってもらうかも一つだと思うので、いろい

ろなやり方、方策があると思うんですけれども、創

意工夫して取り組んでいただきたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号生活困窮者自立促進支

援事業、生活困窮者自立支援機能強化事業について

説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 議案資料20ページを御覧

ください。 

 令和５年度一般会計社会福祉総務費、生活困窮者

自立支援機能強化事業の補正予算につきまして御説

明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、生活サ

ポートセンターに多言語に対応するための翻訳機、

及びオンライン相談に対応できるように、タブレッ
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ト端末を整備するため、次の経費を追加補正するも

のであり、金額はＩＣＴ機器等の整備費に係る補助

金53万円となります。 

 事業内容につきましては、網走市社会福祉協議会

に委託し事業実施しております、生活困窮者自立支

援事業の相談支援体制を強化するため、生活サポー

トセンターにおいてＩＣＴ機器等を整備しようとす

るものであり、具体的には、一つ目は外国人の方へ

の支援を強化するため、多言語音声翻訳機を導入す

るものであり、事業費は３万9,000円となります。 

 二つ目はオンライン相談や貸出を目的としました

タブレット端末等の整備とＷｉ－Ｆｉ環境の整備で

あり、事業費は49万1,000円となります。 

 ２の補正額でありますが、歳出予算につきまして

は、（１）歳出予算に記載のとおりとなり、事業費

53万円の財源内訳につきましては、国庫補助金が39

万7,000円、一般財源が13万3,000円となります。 

 歳入予算につきましては、（２）歳入予算に記載

のとおりとなります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○金兵智則委員 お伺いしますけれども、これ翻訳

機が３万9,000円、タブレットとＷｉ－Ｆｉが49万

1,000円ということだったのですが、これ、それぞ

れ、何て言えばいいですか、１台このお値段なんで

すか。 

○清杉利明社会福祉課長 翻訳機のほうは１台、タ

ブレット端末等につきましては３台、Ｗｉ－Ｆｉ環

境のアクセスポイントが２台のほか、配線作業です

とか設定費とかは含まれております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 Ｗｉ－Ｆｉのほうは何かポケットＷｉ－Ｆｉみた

いなのを貸し出すためではなくて、施設にそれを整

備するということなんですかね。 

○清杉利明社会福祉課長 アクセスポイントのほう

は総合福祉センターの室内の環境があまり今現在よ

くないので、その環境整備でアクセスポイントを増

やすのと、タブレット端末のほうは貸し出すことも

考えておりますので、モバイルバッテリー等もＷｉ

－Ｆｉ環境下でできるようなものを整備いたしま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 これは国庫補助金が何割ぐらいですかね、７割ぐ

らいなんでしょうか、付いていますので、国から整

備してくださいという指示だったのか、それともこ

れが今必要な環境にあるのか、お伺いしてもいいで

すか。 

○清杉利明社会福祉課長 国のほうで、令和４年度

の補正予算で補助メニューが、生活困窮者自立支援

の事業において補助メニューがいろいろと補正予算

で組まれたんですが、その中に、今サポートセンタ

ーのほうで、一つは外国人の方の相談も、コロナの

特例貸付けの場合に来た方もいるんですか、その

際、どちらも片言の英語で相談内容の打ち合わせ等

したということで、まず、そういう外国人の方にも

支援を行き届きやすくするようにということで、ま

ずそういうものがあれば相談に乗りやすいというこ

とで、補助メニューにもあったものですから、今

回、補正予算に計上させていただいたというのと、

あともう一つは、補助メニューの中で相談の機能強

化ということで、特に引きこもり等の方の家族から

の相談等で、なかなかセンターに来て直接面談での

相談というのが難しい方も増えてきていると。そう

いう中で貸出用のタブレット等を整備すれば、お家

とセンターとの間で相談ですとか、そういうものも

しやすくなるというようなことで、社会福祉協議会

のほうから要望もあったものですから、また今回、

その補助メニューにそういうものがあったものです

から、今回併せて補正予算に計上させていただいた

ところです。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 国の補助メニューの中から網走市の今の実情に合

わせて整備をするものだということで、理解をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑。 

○古都宣裕委員 すみません、今の御説明の中であ

りました、生活困窮者の中の日本人じゃなくて外国

人だということなんですけれども、網走において生

活困窮者かつ外国人の方というのはどのぐらいいら

っしゃるんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 昨年あったのは、生活困

窮の相談ではなくて、コロナに関わる特例貸付の相

談があったということで、今現在のところは生活困

窮の相談ということでは、外国人の方はいらっしゃ

らないというところでございます。 

○古都宣裕委員 今回、国の補助メニューの中を使

った上で翻訳機等を整備するというような形だと思

うんですけれども、本来、外国人の方で生活困窮さ

れる方というのはお国に帰っていただくのが筋だと
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思うんですけれども、まず。いろんな形で困窮され

る方もいると思うんですけれども、その辺の認識と

してはどういう形で思っているんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 相談の窓口があるという

ことでは、いろいろ周知に努めておりますし、外国

人の方でも生活困窮というか、困っているというよ

うなことでの相談は受け付けておりますので、そう

いう方がいらっしゃったら身近な方でもよろしいで

すし、相談に訪れていただきたいというふうには思

います。 

○古都宣裕委員 いろんな形で困る方がいらっしゃ

って整備するというのは結構なんですけれども、た

だの日本の問題として、外国からわざわざ来て、日

本の医療費に乗っかって、税金にフリーライドし

て、日本のそういう、何だろう、国の補助じゃない

ですし、そういった税金のメニューみたいなものを

受けて帰られるような方もいらっしゃるっていうの

も事実なんですけれども、その辺に対する対応とか

っていうのは何か考えていらっしゃいますか。 

○清杉利明社会福祉課長 医療の面については、そ

こも医療、健康を扱っている部署で、そちらのほう

に相談をしていただければ、補助なのか助成みたい

なのか、ある分については御説明差し上げて、活用

できるものがあれば活用していくっていうふうにな

るかと思います。 

○古都宣裕委員 あとはタブレット３台で、Ｗｉ－

Ｆｉの機器が２台、これは多分ポケットＷｉ－Ｆｉ

みたいな、持ち運びみたいなものかなと、先ほどの

話で認識したんですけれども、このタブレットの運

用については、あくまで相談者で、先ほどお話しし

た中でのひきこもっているような方等の対話用であ

って、何かフリーに使えて、何かアプリとかをダウ

ンロードできるような形のものではないということ

でいいのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 あくまで相談用での貸出

ということで考えております。 

○古都宣裕委員 相談用の貸出の中で、運用に関す

る規定か何か、例えば１週間ごとで一旦返してもら

ってだとか、そういうような形には考えております

か。 

 それとも相談が終わるまで何か月でも貸しっ放し

のような状態になってしまうんでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 細かい運用については、

今後社会福祉協議会及びサポートセンターと協議を

して決めていくことになりますが、基本、台数は限

られておりますので、その中で、基本的には相談が

続いている相手は貸し出ししようかなというふうに

は考えております。 

○古都宣裕委員 しっかりとした、１台１台、全体

の予算で見ると大きな金額ではないかもしれないで

すけれども、普通の個人的に見れば、１台１台はそ

んなに安価なものではないのでしっかりとした運用

をお願いいたします。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に、議案第１号中、生活困窮者自立

促進支援事業、価格高騰重点支援給付金給付事業に

ついて説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 議案資料21ページを御覧

願います。 

 令和５年度一般会計社会福祉総務費、価格高騰重

点支援給付金給付事業の補正予算につきまして御説

明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、国の電

力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金を

活用し、物価高騰対策として住民税非課税世帯に給

付金を支給するため、次の経費を追加補正するもの

であり、金額は事務的経費に484万1,000円、給付金

に１億5,900万円、合計で１億6,384万1,000円となり

ます。 

 ２の補正額でございますが、（１）歳出予算に記

載のとおりとなり、財源内訳につきましては全額国

庫補助金となります。 

 歳入予算につきましては、（２）歳入予算内に記

載のとおりとなります。 

 資料は次のページで、３の事業の概要でございま

すが、給付の対象は令和５年６月１日現在、網走市

に住民登録があり、かつ世帯全員が令和５年度分の

住民税均等割が非課税である世帯となります。 

 給付額は一世帯当たり３万円となり、対象世帯は

5,300世帯を見込んでおります。 

 支給予定でございますが、対象世帯に対しまし

て、給付要件確認書を６月下旬に発送し、その返送

を受けた世帯に順次支給を開始する予定としており

ます。 

 また、申請期間は令和５年11月30日までとしてお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 
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 質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 すみません、これ１点確認だった

んですけれども、これも基準日として令和５年６月

１日となっているんですけれども、昨日の総務の中

での話で、基準日から余裕を持っていたりしたんで

すけれども、これも６月１日までにということで間

違いないというか、これがちょっと引っ越してきた

人とかでずれたりすることはないですかね。 

○清杉利明社会福祉課長 基準日ですので、あくま

で令和５年６月１日現在で網走市に住民登録をして

いる方ということです。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 ちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、これ国のほうからのまた御指示という、また

大変な作業になるのかなというふうに思いますけれ

ども、支給予定日が６月下旬から発送をまずして、

それが返ってきた方から順次支給ということは、そ

こにまた口座があって、そこに振込が始まるってい

う考えでよかったですかね。 

○清杉利明社会福祉課長 この３万円は現金支給

で、基本的には口座に振り込みいたします。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 それと、ちょっと私の記憶が間違っていたら大変

申し訳ないんですけれども、いつもこういう低所得

者への対応があったときに「住民税非課税世帯であ

る世帯」っていう書き方だったと思うんですけれど

も、今回「住民税均等割が非課税である世帯」って

いうふうに明記があったんですよね。 

 これって今までも多分、今まではちょっと書き方

が違ったと思うんですけれども、これが付く、付か

ないによって何か違いって出てくるんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 違いはないです。 

 表現の仕方で、非課税世帯と言えば均等割も所得

割もかからない、出ないですから、ただ表現とし

て、国の基本的な考え方の中で、均等割がかってな

いということは非課税である、所得割は当然かから

ないですから、そういう意味で住民税均等割が非課

税の世帯というふうな表現をしております。 

○金兵智則委員 じゃあこの言葉があるからといっ

て対象者が絞られるっていうわけではないというこ

とですね、これまでと違って、わかりました。了解

です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、それでは次に進みます。 

 次に、議案第１号中、生活保護事務費、生活保護

基幹システム等改修事業について説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 議案資料23ページを御覧

願います。 

 令和５年度一般会計生活保護総務費、生活保護基

幹システム等改修事業の補正予算につきまして御説

明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、生活保

護法の改正に伴い、生活保護システムを改修するた

め、次の経費を追加補正するものであり、金額は委

託料の250万6,000円となります。 

 事業内容につきましては、１点目は、令和５年10

月以降における生活保護基準額の見直し等による生

活保護システムの改修で、具体的には、社会保障審

議会、生活保護基準部会における令和４年の検証結

果に基づく、世帯人員１人当たり、月額1,000円の

特例加算を含みます、生活扶助基準の改定への対応

でございます。 

 ２点目は、国におきまして、被保護者調査に関す

る調査項目の追加が行われたことに伴うシステム改

修の対応でございます。 

 ２の補正額でございますが、歳出予算につきまし

ては、（１）歳出予算に記載のとおりとなり、事業

費250万6,000円の財源内訳は、国庫補助金が125万

2,000円、一般財源が125万4,000円となります。 

 歳入予算につきましては、（２）歳入予算に記載

のとおりとなります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に、議案第１号中、生活保護事務

費、医療扶助オンライン資格確認導入事業について

説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 議案資料24ページを御覧

願います。 

 令和５年度一般会計生活保護総務費、医療扶助オ

ンライン資格確認導入事業の補正予算につきまして

御説明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、生活保

護者の医療扶助オンライン資格確認導入に向けた、

生活保護システムの改修等を行うため、次の経費を
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追加補正するものであり、金額は回線開通工事手数

料２万3,000円、システム改修費等の委託料368万

4,000円、利用料84万円、専用端末の購入費40万

5,000円、合計で495万2,000円となります。 

 事業内容につきましては、医療機関、薬局におけ

る被保護者の資格確認は、原則としてオンラインに

より行うこととなり、令和５年度中に導入すること

となります。 

 これに伴いまして、現在、被保護者情報を管理し

医療扶助登録や医療券の発行を行っています生活保

護システムと、レセプトの資格確認等を行っている

社会保険診療報酬支払い基金のレセプト管理システ

ムにおいて、今後、医療保険者等向けの中間サーバ

ーに接続するための改修を行うものであり、事業費

は委託料242万円となります。 

 さらに、システム改修に併せまして新たな統合専

用端末を設置する必要があり、端末設置に係る事業

費は、ネットワーク接続設定費や機器等購入費、利

用料を合わせて253万2,000円となります。 

 これらの対応により、医療機関等でマイナンバー

をキーとしまして、視覚情報及び医療券情報等の確

認ができるようになるもので、現在行っている医療

券の発行、送付等の事務が省力化し、利用者の利便

性も高まることになるものと考えております。 

 ２の補正額でございますが、歳出予算につきまし

ては、（１）歳出予算の額のとおりとなり、事業費

495万2,000円の財源内訳は全額国庫補助金となりま

す。 

 歳入予算につきましては、（２）歳入予算に記載

のとおりとなります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○村椿敏章委員 今の説明でいくと、令和５年中に

オンライン化するということなんですが、今回マイ

ナンバーカード法が変わったことで保険証がなくな

る、来年10月にですね、それとの関わりがあるとい

うことなんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 生活保護受給者につきま

しては、まず、健康保険証そのもの自体がございま

せん、まず。 

 医療に伴う資格確認ですね、それはマイナンバー

カードによる本人確認、保険証の代わりとなるもの

と同様な考えの下で、生活保護者についても資格確

認がオンラインで、できるようにするという国の考

えの下で、今回システム改修をするものでございま

す。 

○村椿敏章委員 そうしたら生活保護者には、カー

ドか何か支給されるということなんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 基本、マイナンバーカー

ドは取得を希望する方が、取得している方もおりま

すし、取得しない方も現在おります。 

 このシステムについては、医療保険側がオンライ

ンでマイナンバーをキーとしまして、資格確認をす

るという内容ですので、マイナンバーカードを持参

して、それで保険証の確認のように、マイナンバー

を提示して本人確認をするというものとはまた違う

ものでございます。 

 本人がかざしてということではなくて、マイナン

バーカードをお持ちの方はマイナンバーカードで番

号を提示しまして、それで病院側からマイナンバー

をキーとして確認を行うという形になります。 

○村椿敏章委員 資格証、資格証ではないですね、

保険証の代わりに資格証らしきものが出るのかなと

思ったんですが、そうではなくて保護者のマイナン

バーで容易に受けられるようになるというふうに捉

えればいいんですか。 

 そのマイナンバーカードは特に持たなくても大丈

夫と。 

○清杉利明社会福祉課長 マイナンバーカードはお

見せして、番号の確認は必要ですので、キーなので

提示はしなきゃいけないことにはなります。 

 ですので、もしマイナンバーカード等を取得して

いない方については、今までのように医療券を市町

村が発行して、医療機関に送付または渡すという形

が継続されることになります。 

○村椿敏章委員 その辺は特に、要は医療券をって

いうところでいったら、今までと何も変わらないと

いうことなんですか。 

○清杉利明社会福祉課長 マイナンバーカードを取

得した方がこのオンラインで資格確認をして、医療

券の発行もなくなるという形です。 

 持っていない方は今までと同様の受診の仕方にな

ります。 

○村椿敏章委員 理解しました。 

 それではほかに質疑ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算
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中、市民環境部、健康福祉部関係分については、全

会一致により原案可決すべきものとして決定……、

失礼いたしました。 

 それでは、先ほどの栗田委員の質疑に対する答弁

があるということで、田中市民活動推進課長。 

○田中靖久市民活動推進課長 市内で発生しました

特殊詐欺の金額等の内訳ですが、令和４年度、１件

が350万円で保険料還付金に関わる振込詐欺、それ

から残る４件がですね、パソコンのウイルス等の除

去に関して電子マネーを購入して、それを換金され

るといった詐欺が４件で132万5,000円、合計５件で

482万5,000円の被害が出ております。 

 令和５年度現在１件で、保険料還付金に係る振り

込め詐欺で100万円の被害が出ております。 

○栗田政男委員 はい、ありがとうございます。 

 僕も聞いています。 

 こういう案件ね、役所を名乗るんですよ。 

 皆さんの名前で還付金が出ましたよということは

皆さんの、信用しちゃうんですね、市民、特に高齢

の方々は市役所の方々というのは正直ないい人だと

思っているので、そのとおりだというふうに騙され

てしまう。 

 これ非常に、そこを利用されて悔しい話なんです

が、どうしても公的な機関ですから、そういうとこ

ろでしっかりと、それで金を払う必要は全然ないん

だけれども本来はね。 

 金払って戻ってくるわけがないんだけれども、そ

の辺の巧妙な手口なので、現実に今起こっているの

は、網走市に来て搾取していくという事案も起きて

います。 

 ということは、そういう犯罪者が網走に流入して

いるということですから、本当に人ごとではなくて

しっかりと取組、私たちもできる範囲でね、しっか

り取り組んで啓蒙活動やっていきたいなというふう

に思います。 

 ぜひともお互いに協力し合いながら進めていきま

しょう。 

 ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 それでは、改めましてお諮りい

たします。 

 議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、市民環境部、健康福祉部関係分については、全

会一致により原案可決すべきものとして決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

 ここで理事者入替えのため暫時休憩いたします。 

             午前11時07分休憩 

             午前11時19分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 次に、議案第１号令和５年度網走市一般会計補正

予算中、学級経営支援事業、いじめ対策事業の説明

を求めます。 

○高橋善彦学校教育課長 それでは、議案資料の25

ページを御覧願います。 

 令和５年度一般会計指導奨励費、いじめ対策事業

の補正予算につきまして御説明をいたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、市内中

学校で発生しましたいじめ問題の調査等のため、必

要な経費を追加補正しようとするものであり、金額

は946万5,000円となります。 

 内容につきましては、いじめ問題調査委員会に係

る経費と、いじめ問題調査業務委託に係る経費でご

ざいます。 

 まず、いじめ問題調査委員会は、会議出席委員へ

の報酬として55万3,000円、また、調査委員会出席

の際の費用弁償としまして14万円の合計69万3,000

円を計上してございます。 

 次に、いじめ問題調査業務委託は、今回発生した

いじめ問題に対しまして、学校の調査結果の検証

や、学校、生徒、保護者、関係者等からの聞き取り

及び現地調査を専門的知見に基づき実施するため、

弁護士等への調査業務委託料としまして823万円、

また、調査業務の際の費用弁償としまして54万

2,000円の合計877万2,000円を計上してございま

す。 

 ２の補正額でございますが、946万5,000円の財源

内訳につきましては、全額一般財源でございます。 

 歳出予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○古田純也委員 この調査に当たる委託料の算出根

拠をちょっとお聞かせください。 

○高橋善彦学校教育課長 委託料につきましては、

弁護士費用ですとか、実際に調査に当たる方への報

酬的な要素がある委託料として計上してございま

す。 

 内訳としましては、弁護士に係る費用としまして
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は360時間程度を見込んでおります。 

 そのほかカウンセラーなどですね、調査に当たっ

ていただく方を72時間稼働というような形で見てご

ざいます。 

 それぞれの単価につきましては、弁護士の調査に

つきましては時間当たり２万2,000円、ほかのカウ

ンセラーなどの方が4,300円として計上していると

ころでございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 ちなみにこの単価２万2,000円と4,300円というの

は、どのような形で単価が決まったのかお聞きした

いんですが。 

○高橋善彦学校教育課長 弁護士費用２万2,000円

につきましては、一応関係する弁護士会などとです

ね、お話をした中で費用的にはこのぐらい、この程

度かかるであろうということでお示しをいただいた

ものでございます。 

 一般的には弁護士の相談費用、一般の方が相談さ

れれば30分5,000円というところが相場であろうと

思いますけれども、今回業務の内容といたしまして

は、かなり重たいというか、業務量がかなりあると

いうことでこの程度は最低限かかるのではないかと

いうことで、その最低分ということで計上させてい

ただいております。 

 もう一方の4,300円につきましては、北海道のス

クールカウンセラーのですね、報酬費用が4,300円

ということで決められておりますので、その額を準

用したというような形でございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 ちなみにこの弁護士さんに認定されている方は、

特にいじめ問題を専門にされている弁護士さんなの

でしょうか。 

認定根拠みたいなのがあったら。 

○高橋善彦学校教育課長 特にこのいじめ問題調査

委員会のですね、今委員に選出されております弁護

士の方につきましては、いじめ問題に特化したとい

う方ではございませんが、いろいろとですね、そう

いった方、ほかのですね、弁護士会ですとか、そう

いった問題に関わった方や何かといろいろ精通をし

た方であるというようなことで一応お聞きはしてお

ります。 

○古田純也委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。 

 それではほかに質疑ございませんか。 

○古都宣裕委員 いろいろとお聞きしたいと思いま

す。 

 今回いじめ問題調査委員会を立ち上げてやってい

らっしゃるんですけれども、まず聞きたいのは、か

ねてより網走では網走市いじめ問題等対策連絡協議

会というのがあると思いますけれども、これとの違

いというのはまず何でしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 いじめ問題対策連絡協議

会でございますが、こちらにつきましては各児童相

談所とかですね、その関係する機関、警察も含めて

ですね、関係機関が情報共有しながら連携を図って

いきましょうというような機関でございます。 

 一方でいじめ問題調査委員会につきましては、い

じめに対するですね、この重大事態を扱う際に、再

発防止などですね、そういったところを調査検討し

ていただくための機関として設置されているところ

でございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 旭川で先日ニュースの中でもありましたけれど

も、昨年第三者委員会を立ち上げ直して、もともと

あった独自の調査でもいじめがあったと認める一方

で、いじめと実施の因果関係を結論づけなかったこ

とによって、去年の12月にまた新しく再調査として

メンバーを外部から上げて公表しています。 

 今現在、機関誌等で名前等は発表されておりまし

たけれども、網走市としてそのメンバーというのを

公表しないのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 いじめ問題調査委員会

の、そのメンバーの公表でございますけれども、特

段、こちらとして公表しないという考え方はござい

ません。 

 ただ、今現在そのホームページですとかそういっ

たものの運用といいますか、そういったところまだ

ちょっとできておりませんので、そういったお名前

のですね、今わかるというようなものは公にはなっ

ていないというようなことでございます。 

○古都宣裕委員 では、今後公表されるような形を

取るということなんですかね。 

○高橋善彦学校教育課長 他自治体の例も見ます

と、そういったような形でその何といいましょう

か、専門のといいますか、そこに係る部分のサイト

といいますか、そういったものも立ち上がっている

のも見ますので、同様のような形でですね、今後、

その辺を上げていきたいというふうに考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 先ほど古田委員の中からも弁護士
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さんって児童犯罪とかに詳しかったりするのかとい

う話があったんですけれども、それはメンバー全体

に言えることではないかなというふうに思いまし

て、学識経験者であればいじめ問題を研究されてい

る方なのか、またいろんな心理学等でも児童心理学

に詳しいのか、そういった部分を集めて問題に取り

組んでいかなきゃいけない事案だと私は思うんです

けれども、どのようなメンバーなんですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今回、選任いたしました

調査委員の方につきましては、児童心理ですとかい

じめ問題に特化して取り組んでいるというような方

ではございません。 

 しかしながらですね、各分野、医療、福祉、法律

分野の中ではですね、そういった職能団体から推薦

をされていた方でございますので、私どもとしまし

ては十分やっていただけるものというふうに考えて

いるところでございます。 

○古都宣裕委員 そうした形で旭川でも行われた上

で第三者委員会の結論が、遺族の方とかも納得でき

ないという中で市長選にもなった争点の一つになっ

て、改めてメンバーを選んでやっているという現状

もある中で本当にこのままでいいのかなという疑問

があります。 

 網走市は別に人が亡くなったという、旭川ほどな

事件とはならなかったんですけれども、それはぎり

ぎりで本当によかったと思う反面、やっぱり起きた

ことに対してしっかり取り組む姿勢というのが大事

だと私は思うので、今別に遠方の方でもウェブの会

議等でやることは可能だと思うんですけれども、そ

うした専門の方を入れるというのは、私は大事だと

思うんですけれども、どのような見解でしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 委員御指摘のとおり、そ

の専門の方というところは大事であるというような

認識はしてございます。 

 しかしながら、なかなかこちらの会議自体はウェ

ブや、そういったオンラインの形式というのは取れ

るのかなというふうなことで考えておりますけれど

も、なかなか現地のですね、こちらの当市のほうに

赴いて調査をしていくということになりますと、な

かなか時間的制限ですとか、費用面も考えてなかな

か難しいのかなというふうに考えてございますの

で、今回につきましてはこういうような、今、始ま

ったばかりですけれども、今、現状の委員の中でや

っていきたいというふうに考えておりますが、今後

進めていく中でですね、委員のほうから、その調査

委員のほうからですね、そういった専門的識見とい

いますか、専門分野に関わっている方が必要である

ということであればですね、その調査委員会の中で

また承認を得て、そういう方向性になっていくのか

なというふうに考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 発表されているメンバーの中でも

学識経験者とされている方は農大の先生だったと思

うんですけれども、例えばこういったところ、今、

費用のこと、調査のこともおっしゃっていますけれ

ども、先ほど調査の中では弁護士さんとカウンセラ

ーさんが調査に当たるわけで、学識経験者の方は今

のところ調査に当たるわけではないので、そういっ

たところを、例えば集団心理学を専攻されている方

だとか、児童心理学を専攻されている方とかそうい

った先生にお願いして、しっかりとこの問題をちゃ

んと深掘りして、そういったところの研究をされて

いるような専門的な意見が必要になってくると思う

んですけれども、いかが考えていますか。 

○高橋善彦学校教育課長 実際の調査の方法でござ

いますけれども、そちらにつきましては弁護士の先

生の手法というところを尊重した上でやっていきた

いというふうには考えているところですけれども、

調査委員をやられている方には学校カウンセラーを

されていた方もおりますので、そういった面では弁

護士の方とそういったような方、あとは福祉分野で

相談業務を長くやられている方ですとかもいらっし

ゃいますので、そういった面では児童に特化という

ような、児童生徒に特化したものではなくても、内

容的には問題ないのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

○古都宣裕委員 重大事態となっている時点で問題

はないとは私は全く思わないのですよね。 

 それでいじめ問題専門委員会というのが３月21日

に立ち上げられて、１回目の会議が行われて、２回

目がたしか５月31日だかに行われたと思うんですけ

れども、間１か月空いて、大体期間的には２か月近

く空くんですけれども、その間、僕はスピード感を

持つために、近くのメンバーをまず集めて立ち上げ

られたのかなと見ていたんですけれども、なぜこの

間、何も動いてなかったのかなというのが気になる

んですけれども、どういった状況だったんでしょう

か。 

○高橋善彦学校教育課長 御指摘のとおりですね、

３月21日にいじめ問題調査委員会のほうは設置され

たところでございますけれども、その次の第２回に
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至っては５月31日に開催をしているところでござい

ます。 

 この間ですね、いろいろ様々その調査委員のメン

バーと当該校に係る関係の生徒及び保護者、利害関

係人に当たるかどうかですね、そういったような調

査も同時に４月には行っていたところでございま

す。 

 その中で、最初に選任された委員の中でですね、

利害関係人に当たると言われた方がいらっしゃいま

したので、その方々の代わりという方を、また職能

団体にですね、推薦依頼をいたしまして、推薦依頼

が４月、推薦依頼じゃないですね、推薦候補者が出

てきたのが４月の末というような形でございました

ので、教育委員会で承認を得ましてですね、５月に

入って連休明けからですね、第２回目の調査委員会

を開催すべく日程調整をしており、５月31日に開か

れたというような流れでございます。 

○古都宣裕委員 僕が調べている中だと、２月に問

題が起きて、３月21日までの間にこの委員会を立ち

上げるということで動かれたということがあると思

うんですけれども、その中の立ち上げ方として一月

間かけて、その上でやっぱり問題がありましたとい

うのは、そもそも、その該当の学校に関わる何かあ

りませんかっていう一番最初のクエスチョンを抜か

していたからこういうことが起きるんじゃないです

か。ちょっと拙速っていうか、稚拙だったのではな

いかなと思うんですけれどもいかがですか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前11時37分休憩 

             午前11時39分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 古都委員の質疑に対する答弁から。 

○高橋善彦学校教育課長 申し訳ございませんでし

た。 

 当市の専門委員会でございますが、専門委員会は

常設で委員を決定しております。 

 今回、この事案に対しまして、専門委員会を開催

しまして、この問題がですね、重大事態に値するか

どうかというようなお話を御審議いただいた中で、

これは調査委員会を立ち上げて調査をするべきだと

いうような確認ができましたので、そこをもってで

すね、当市の立てつけとしまして、専門委員会の委

員がですね、そのまま調査委員に移行といいます

か、調査委員会になれるというような仕組みでござ

いますので、そのまま専門委員会から調査委員会に

移行しまして、会議を進めたということでございま

すので、先ほどおっしゃられたように、そこに該当

となるような方がいたのではないかという御指摘が

ございましたけれども、今の立てつけとしてはそう

いったような形で動いているという状況でございま

す。 

○古都宣裕委員 内容としてはわかりましたけれど

も、常設のいじめ問題専門委員会とは別に調査委員

会として、本当に第三者、網走市と関係ないような

部分で立ち上げておく必要があるのではないかなと

思うんですけれども、そうすると調査委員会に変わ

ったときでも、網走市とおよそ関係ないような形で

進めてもらえるのではないかなと思うんですけれど

もいかがでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 今回こういう事案が生じ

まして、初めて網走市としまして、このいじめ問題

調査委員会が立ち上がったわけでございますので、

今後ですね、どのような形がスムーズに、スピーデ

ィーにですね、進むのかどうかっていうところもで

すね、今動いていただくその調査委員会の先生方と

もですね、いろいろと意見を伺いながら、今後につ

なげていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○古都宣裕委員 今回の在り方でその部分で想定し

てなかったんでしょうけれども、起きたことを糧に

ちゃんとしていただきたいなという部分とですね、

今回先ほど調査の費用の内容ということで弁護士費

用360時間の時給、カウンセラーも72時間の時給と

いうことで内容証明されましたけれども、その弁護

士費用に関わる時間的なものっていうのはどんな調

査というのを想定して、時間を算出しているんでし

ょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 どんな調査といいます

か、調査は聞き取りですとか、いろいろ報告内容の

検証ですとか、報告書の作成ですとか、そういった

ところが出てくると想定されております。 

 そういったところも弁護士の先生ともお話はして

おりますけれども、実際にやってみなければわから

ないという部分も正直ございまして、当市としまし

ても積算として、その弁護士の方は２名程度で動い

ていただけるかなというようなことも考えておりま

すので、そういった部分で積算をしております。 

 さらにちょっと詳細な内訳といいますか、さっき

の360時間の内訳を申しますと、お１人の弁護士さ

んが１回当たり３時間程度の調査を月15日、６か月
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程度かかるのではないかということです。 

 あともう一方で、もう１人例えば弁護士の方が入

られるということになれば、その方についても同じ

ように１回当たり３時間が、その方については月５

日、それを６か月というような形で月20日程度、６

か月というようなイメージで、弁護士の方の活動費

用として計上しているところでございます。 

○古都宣裕委員 今の御説明だと、調査員として弁

護士さんの名前が入っているのが１名なんですけれ

ども、もう１名調査員が増えるということなんです

か。 

○高橋善彦学校教育課長 かねてから増えるという

のは確定しておりませんが、今回関係されている人

数が比較的多いということと、案件としては１件で

はなく３件あるということで、１人では難しいかも

しれないということは事前にお伺いしておりました

ので、もしもう１人となった場合に対応できるべ

く、もう１人分ということで計上はさせていただい

たところです。 

 また、この調査委員会の委員が必ずしも、この調

査業務を担うというようなことで決めているわけで

はございませんので、また、例えば関わっていただ

いている調査委員会の弁護士の先生が、補佐的に違

う弁護士にも一緒に入っていただきたいということ

もあり得るのかなというふうには考えているところ

ですけれども、今の段階では、今２名になりますと

かそういったようなことではございません。 

○古都宣裕委員 僕のイメージとしては、こう何だ

ろう、法務助手みたいな方、法律事務所の助手みた

いな方が一緒に動く部分なのかなと思ったんですけ

れども、そうじゃなくても１人弁護士が来てもいい

ように予算措置をしたということでよろしいです

か。 

○高橋善彦学校教育課長 委員おっしゃるとおりで

すね、私もその助手といいますか、そういった方た

ちが動いていただいてやっていくイメージは持って

いたんですけれども、なかなかその弁護士の先生に

お伺いしますと、この案件が案件だけにそういう形

にはなかなかならないというようなこともおっしゃ

っておりましたので、その弁護士２名で入る、弁護

士１名ずつで調査を並行してやっていくのかという

ようなところを一応想定しているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 今回の事件については警察が介入

しているところから、警察が全部調査されてから問

題に対して動いているというところがあると思うん

ですけれども、となると問題の全容というか、調査

の部分を持っているのは警察になると思います。 

 ただ個人情報の観点から警察の方が、公に出すこ

とができないことから、弁護士さんに動いてもらっ

て情報開示請求か何かされるような費用として見て

いるのかなと思ったんですが、そういった調査もさ

れるということなんですか。 

○高橋善彦学校教育課長 この費用につきまして

は、単純に今回の案件について調査を行っていくと

いうイメージでございます。 

 今、委員御指摘のあったのは、恐らく関係機関へ

の調査などへのというようなところかと思いますけ

れども、それに関してはどこまでそういったことが

できるのかというところはちょっとこちら側として

は持ち合わせておりませんが、なかなか、何て言う

んでしょうね、事件といいますか、弁護していると

いうような今回案件ではないと思いますので、市が

設置している調査委員会の調査委員、資格は弁護士

であったとしても関係機関への照会をして回答を得

られるかというところは、ちょっとその辺について

は私どもではちょっとわかりかねるという状況でご

ざいます。 

○古都宣裕委員 どのような調査をするかという聞

き取りとかになると、加害者、被害者がいらっしゃ

った上でということで、一度もう警察に呼ばれても

う全部説明した上で警察がある程度結論付けている

とは思います。事件としての捜査は終了しているの

で。 

 となると、もう一度加害者、被害者に聞き取りを

しながらやっていくような感じになるんですかね。 

 加害者側もそうかもしれないですけれども、被害

者側が同じやつをまた言うというのも、結構な苦痛

になるのではないかなというところがあって、それ

をなおかつまたカウンセラーも入りながらというの

でやるんだと思うんですけれども、そういった配慮

の面というのはどのように考えておりますか。 

○高橋善彦学校教育課長 はい、委員おっしゃると

おりですね、そういった関係、被害者とされる方、

加害者とされる方含めてですね、いろいろと聞き取

りだとかをされている状況で、今現在生活をしてい

ると思うんですけれども、今回この調査委員会が立

ち上がってまた調査をするということになれば、再

度同じような話をですね、繰り返ししなければなら

ないというようなそういった苦痛もあろうかと思う
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んですけれども、今は当該校にはスクールカウンセ

ラーを増員して入れておりますので、そういった方

ともですね、連携を図りながら、その辺の対応には

当たっていきたいというふうに考えてございます。 

○古都宣裕委員 まず、やっぱり当該の子供たちに

対しての配慮を行うのであれば、まず一番情報を持

っている警察への情報開示請求が一番先であろうか

なと私は思います。 

 そこで情報をちゃんともらえたら、あまり生徒へ

の負担をかけることなくそういった調査もできるの

かなと思うんですけれども、まず、子供たちを呼ぶ

前提ではなくて、情報を持っている警察からの情報

を頂くのが先決ではないのかなと思うんですけれど

も、どう考えていますか。 

○高橋善彦学校教育課長 その具体的なですね、調

査方法につきましては、今後弁護士の先生を中心と

してですね、どのような方法で調査していくのかと

いうところが決まってくるかと思いますので、今委

員お示しのあったようなことも想定されるかもしれ

ませんので、その辺はちょっと今段階では明確なも

のが決まってはございません。 

○古都宣裕委員 流動的に予算内で収まるかもしれ

ないし、もう少しかかるかもしれない中で、きっと

多めに多分取ってらっしゃるんだろうなと思うんで

すけれども、あと最後ちょっと気になったのか、一

応調査は６か月というところでいるようなんですけ

れども、これから予算通って、これからやる調査と

いうのが、半年ぐらい調査するというようなめどで

いらっしゃるということですか。 

○高橋善彦学校教育課長 はい、業務委託に関しま

しては、予算が通った段階ですね、そこから始まり

まして、一応年度いっぱい、３月までというような

形で、委託期間としては考えております。 

 その中で６か月程度の調査をというような認識を

しております。 

 調査の中には当然先ほど来申し上げているとお

り、聞き取りですとか、そういった部分も含めて、

さらには報告ですね、そういったところを、その検

証ですとかそういったところもございますので、そ

ういったところで一応年度ぎりぎりまでというよう

な今のところは考えてございますけれども、そこは

調査の進捗状況により伸びるといった可能性もある

ということでございます。 

○古都宣裕委員 調査委員会なんですけれども、調

査委員会のこの調査が終わった段階で、この調査委

員っていうのは解散してしまうんですかね。 

 そのまま一応、名前だけは皆さん残るような形に

なるのですか。 

○高橋善彦学校教育課長 今回この調査委員会につ

きましては、この案件に対して設置した調査委員会

というふうな形になっておりますので、一定の方向

性といいますか、調査委員会としての役割が終わっ

た時点でですね、終了というような形になります。 

○古都宣裕委員 今回の事例のように、市内で関係

していたらメンバーが変わってしまったりという部

分もあるので、完璧な第三者の委員会みたいなもの

をしっかりとした上で、何かあればすぐ集まれるよ

うな、話せるような体制っていうのを取っていくの

も大事ではないかなと私は思うんですけれども、い

かがですか。 

○高橋善彦学校教育課長 先ほども申し上げました

とおりですね、今後その調査委員会をやっていくよ

うな形になりますけれども、調査委員会の先生とも

ですね、その辺いろいろと御協議いただきながらで

すね、今後についてまた検討していきたいというふ

うに考えております。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 まずですね、ちょっともう一度改

めて御確認をさせていただいきたいんですけれど

も、調査委員会の報酬は、調査委員会が開かれた分

の報酬と旅費っていうような説明だったので、これ

大体何回ぐらい行われる予定なんですか。 

○高橋善彦学校教育課長 調査委員会、会議自体で

すね、回数ですけれども一応13回を想定した予算計

上となってございます。 

○金兵智則委員 じゃあ、この13回は半年分ってい

うか、半年で13回という考え方なのか、年度末まで

の開催という考え方なのかお伺いします。 

○高橋善彦学校教育課長 ６月から３月までで13回

を想定してございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 それで、調査委員会に委託をするっていうことな

んですよね。 

 調査委員会に対して、調査に係る委託料というこ

とで委託するっていうことなんですか。 

 それともその調査委員の中にいらっしゃるメンバ

ーの弁護士の方及び、カウンセラーの方に委託をす

るっていう意味の委託料なんですかね、これ。 

 どういうふうに捉えればいいでしょう。 

○高橋善彦学校教育課長 調査委員会の調査業務で
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すけれども、こちらにつきましては調査委員会に所

属している調査委員の方、全員ではございません

が、調査委員の方に業務を、実際にこの動いていた

だく業務を委託しようとするものでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 そうしたら調査の業務と調査委員会っていうのは

どういうふうにリンクしてくるんですかね。 

○高橋善彦学校教育課長 実際にその調査業務を行

った調査結果ですとか、それを検証しなければなら

ないとかそういった部分をですね、さらに調査委員

会の中で持ち寄ったような形でですね、さらに今後

どういったものが必要ですとか進め方ですとか、そ

ういったような部分で調査委員会の役割があるかな

と思います。 

 また、最終的な調査報告になってくる段階でです

ね、やはりそこの例えば報告書の検証ですとか、そ

ういったところも調査委員会の役割かというような

ことで考えてございます。 

○金兵智則委員 そうしたら調査業務を行いなが

ら、それに教育委員会が関わり、調査委員会を開き

つつっていうことなんですかね。 

 調査委員会を開催っていうのは、やっぱり教育委

員会が主導してやるんですよね。 

○高橋善彦学校教育課長 はい、今現在事務局に関

しましては教育委員会が事務局となりまして、各委

員さんの日程調整などを行って、開催日等決定して

おりますけれども、今後調査が進む中では、調査委

員会だけで動くというようなことも想定されるとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 そうしたら13回、仮に13回を予定

しているというような予算なんだと思いますけれど

も、そうしたらその調査委員会の中で調査をされて

いる弁護士の方々からちょっと調査委員会のメンバ

ーの皆さん集まってください、御相談したいことが

ありますみたいな形で進んでいくっていうイメージ

なんですか。 

 何かその調査委員会と調査業務委託が、いま一つ

僕の中ではうまくつながってこないんですけれど

も、どういうことなんですかね。 

○高橋善彦学校教育課長 本来であればですね、そ

の調査委員会自体がその調査をしていくということ

が一般的であろうというふうに私も思っておりま

す。 

 しかしながらですね、今回、附属機関条例で定め

られておりますけれども、報酬がですね、調査委員

会報酬が、会長が6,500円、委員が6,000円というよ

うな報酬でございます。 

 実際問題この報酬の中で、今回のような案件を扱

うに当たっての報酬としてはいささか少な過ぎるの

ではないかというような御意見もございました。 

 他市の事例などもですね、いろいろとちょっと参

考にしながらですね、今回その部分に関しましては

調査委員会とはちょっと切り離してですね、調査業

務をする方につきましては、その別途委託料という

ような形でお出ししたいというふうなことで考えた

ことでございます。 

○金兵智則委員 ということは、当初想定をしてい

た形では対応ができなかったので、このような形に

なったということですよね。 

 令和元年でしたかね、令和元年の12月か何かに附

属機関条例が訂正か何かが、僕は当時も委員会に所

属していましたので、やり取りをさせてもらった記

憶はあるんですけれども、当時は国のほうから設置

をしてくださいということなので設置しますという

ような説明だったかというふうに思いますし、先ほ

ど古都委員からあったとおり専門員が調査委員会に

そのまま流れていくような形ってどうもいずくない

ですかっていうのもやり取りした記憶がございま

す。 

 結果こういうふうになったんだなというのがよく

わかったなというふうに思いますけれども、ちなみ

に、まだ続けても大丈夫ですかね。 

 附属機関条例を設置してこのような体制になって

から初めて調査委員会が立ち上がったというふうに

お伺いしたんですけれども、これまで網走市では重

大事案とされる案件は今回までなかったということ

なんですかね。 

○高橋善彦学校教育課長 はい、重大事態として取

り扱う案件は、これまではなかったということでご

ざいます。 

○金兵智則委員 重大事案と認定するためには、２

つ、体や心に重大な被害が生じた場合等というとこ

ろと、不登校が年間30日を超えると重大事案にする

っていうような、ありましたよね。 

 網走市いじめ防止基本方針というのが、同じく令

和元年11月にできていますよね。 

 それを基準にすると重大事案に認定しなきゃいけ

ない事案はなかったということなんですね。 

 年間30日を超えるような不登校もなかったです

し、心身や身体に被害をもたらすような案件はこれ
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までなかったんですね、間違いなく。 

○高橋善彦学校教育課長 そうですね、不登校の30

日という部分に絡んでいえばあれですけれども、そ

のいじめに絡めてということでいけば、今まではな

かったというようなことでございます。 

○金兵智則委員 重大事案の認定ってどこがするん

ですか。 

○高橋善彦学校教育課長 学校からですね、いろい

ろとそういった報告がございまして、学校、教育委

員会で、その重大事態ではないかというような、要

は重大事案の疑いがあるというようなことを受けま

して、常設されておりますいじめ問題専門委員会の

御意見を伺うというような形で進めております。 

○金兵智則委員 これまで専門委員会ってどれくら

い開かれているんですか。 

○高橋善彦学校教育課長 専門委員会はですね、設

置後、開かれたのは３月ですね、今回のこの３月に

初めて開かれたというような形でございます。 

○金兵智則委員 何かちょっとおかしくないです

か。 

 重大事案かを決めるかどうかを最後専門委員会に

諮ると言っているのに、その専門委員会すら諮られ

ない案件が今までだったということなんですね、そ

うしたら。 

 そこに専門委員会に諮るまでもない状況のものば

っかりだったということなんですかね。 

 専門委員会で諮ってこれは重大事案じゃないねっ

て言うなら僕らも理解できるんですけれども、今ま

で開いたことないって、令和元年から。それで重大

事案はありませんっておかしくないですか。 

 そうしたら教育委員会の判断ですね、最終的に

は。教育委員会が重大事案かどうかを判断する最終

決定機関に今まではなっていたということですね。 

 専門委員会に聞いてないんですからね。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午後０時05分休憩 

             午後１時00分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、金兵委員の質疑に対する答弁

から。 

○大垣正紀学校教育部次長 先ほど金兵委員のほう

から御質問のありました、当市でいじめの重大事態

がこれまでなかったのかということについてお答え

したいと思います。 

 結論から言うと、これまで学校からいじめの重大

事態の疑いがあるという事態については上がってき

ていません。 

 それについて説明させていただきます。 

 本来学校からは、いじめ防止対策基本方針に基づ

いて、いじめの件についてはたくさん上がってきて

いるんです。上がってきている中で、学校はいじめ

の案件についてチームを組織して、その子の見守り

とか、面談とか、聞き取りを行いながら、今、いじ

めがどういう状況かを把握します。 

 そして、そのいじめについて、３か月継続してい

なければ、それはいじめは解消されたというふうに

判断をします。 

 また、保護者のほうもこの件について、学校の対

応に理解を示した時点でいじめは解消したというふ

うになります。 

 ただ、いじめについて３か月以上継続されてい

る、もしくは保護者がまだいじめが継続していると

判断した上で、学校は再度調査をしていく中で、こ

れについて、やっぱりいじめが継続されて解消され

ていないという場合につきまして、網走市のほうに

は、いじめの重大事態の疑いがあるということで上

げてくることになります。 

 それが今までなかったということです。 

 今回につきましては、学校の判断で、今のように

継続的にも続いてきていること。 

 また、保護者からの意向があるということも含め

て、いじめの重大事態の疑いがあるという判断のも

と、委員会のほうではそのことを調査していくため

の専門委員会を立ち上げて、これが重大事態かどう

かということを判断し、今回の経緯に至っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○金兵智則委員 詳しく御答弁を頂いたのかなとい

うふうに思いますけれども、そうしたら重大案件か

否かっていうのは最初の段階で、学校のほうで判断

するっていう言い方ですよね、今の言い方で言え

ば。 

○大垣正紀学校教育部次長 学校のほうで判断でき

るのは、いじめの重大事態の疑いがあるまでです。 

○金兵智則委員 疑いがあるかないかを判断して、

学校側が疑いがあるかないかっていう報告を教育委

員会にするということですよね。 

 だから学校側で、重大事件の疑いがあるかどうか

の判断をもうそこでしてしまっているんですよね。 

 それだといろいろ問題があるから専門委員という
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のがあるんじゃないんですか。 

 だから、さっき専門委員会で最終的に決定するん

だって言っていたわけであって、それを一つ一つ分

析していかないと、本当の重大案件になって人が亡

くなってしまうというようなことがあるから、こう

いうシステムも国がつくったんですよね。 

 その判断はどこかでしなくてはいけないんじゃな

い。 

 それを学校にさせて、それでは大丈夫ですねって

いうことになるということですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 学校のほうから重大事

態の疑いがあると来た時点で、委員会のほうとしま

しては、まずその点について学校さんとよく話をし

て、再度いろいろな聞き取りをしていきます。 

 またこの件につきましては、教育局のほうにも報

告しまして、局と学校と委員会で連携を取りながら

重大事態の疑いがあることについて検討していきま

す。 

 ですので、学校だけで重大事態の疑いがあるとい

うことではなくて、その時点で詳しく調べていく中

で、これはどうしても重大事態の疑いがあるという

ふうに委員会のほうで判断した場合に、改めて専門

委員会のほうに上げて検討していくことになるかと

思います。 

○金兵智則委員 今の話によると、例えばですよ、

いじめを受けていた被害者の方々が、その学校から

転校してしまったらその学校ではいじめがなくなる

んですよ。そうしたら、それは重大事案にはもちろ

んならないわけですよね。そうしたら、それで教育

委員会としてはその解決方法でいいっていう話にな

りませんか、その話だと。 

 だって重大事案の疑いとして学校側から上がって

こないんですよ。３か月以上にならないんですよ、

被害者の生徒がもういなくなっているんですから。 

 自分の身の保全のために学校を転校しているんで

すよ。そういう事案もありましたよね、たしか。そ

うしたら、それ重大事案にならないんじゃないです

か。 

 ちゃんと一つ一つをちゃんと教育委員会で分析を

して、それで専門委員会の判断を仰ぐというような

システムにしてないからこういう事態が起こるんじ

ゃないんですか。 

 それ間違っていませんか、やり方。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午後１時05分休憩 

             午後１時06分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○大垣正紀学校教育部次長 いじめが起きてから、

重大事態の疑いがあるというこの間につきまして

は、決して学校それから委員会、何もしていないと

いうわけではなくて、常に話を聞きながらやり取り

をしながら、その対策について、また、被害者、保

護者、生徒へのケアについて、継続的な指導、それ

から対策を取ってまいります。 

 その中で、例えば大きなことになり得ることにつ

いては、その都度情報共有しながら、その対策に努

めているところでございます。 

 実際にその中で、どうしてももうこれは専門的知

識の下にですね、この重大事態かどうかという判断

を仰ぐために、それ以降専門委員会を立ち上げて、

専門委員に確認というか、判断していただくことに

なっています。 

○金兵智則委員 何もやっていないなんて一言も言

っていなくて、皆さんちゃんとやられているんだと

思います。 

 そのやり方が今回こうやって重大事案で調査委員

会を立ち上げるに当たって、いろんなそごが生まれ

てきているんじゃないんですかって、それを認識し

ていますかって聞いているんです。さっきから。 

 もう多分、誤りはいっぱいあるんですよ。そごが

いろんなところで出てきているんですよ。 

 ５年前に、何でしたっけ、附属機関条例をつくっ

て、いじめの基本方針をつくって、ただそのときは

文書で出ていましたけれども、実際になってみたら

それでは対応し切れないものがたくさんあると。 

 ちゃんとやれてなかったっていう事実が今出てき

ているんじゃないんですかって聞いているんです

よ。 

○岩永雅浩教育長 今、金兵委員から指摘があった

点については私たちも感じている部分はあります。 

 先ほども、この調査委員会の目的について、課長

のほうから説明しましたけれども、その調査の対象

は学校の取組が十分だったのか、それを受けて教育

委員会の対応はどうだったのか、さらに、今、御議

論いただいている、教育委員会が報告を受け、それ

を専門委員会に諮り、調査委員会の仕組みがどうな

っていたのかっていうことについても、是正すべき

ところがあれば是正しなければいけないと思います

し、そこは調査委員会でも調査対象というふうに
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我々も受け止めておりますので、その結論を待って

是正していきたいなというふうに感じています。 

○金兵智則委員 そこも調査委員会の対象なので調

査委員会を待ってって、もうここまで来るのにそご

があったわけじゃないですか。 

 そごなんですよ、そもそも。 

 本当に重大案件がこれだけだったのかっていうの

ももう１回振り返ってみたら、多分何件か重大案件

って言われるものがもしかしてあるかもしれないで

すよ。 

 今までのやり方では出てこなかったけれども、本

当にルールどおりにやっていたら、重大案件に該当

するものがあったかもしれないです。 

 でも、それがもうここで、今までのやり方だと、

それがあぶり出されていないっていうことがわかっ

たんですから、調査委員会の調査を待つのではなく

て、直せるところからどんどんどんどん直していか

ないと、調査委員会を待っている間に同じことがあ

ったらまた同じことになりますよ。 

 違いますか、教育長。 

○岩永雅浩教育長 おっしゃるとおり、我々がここ

はすぐに直せるな、是正できるなという点について

はもちろん直していきたいと思いますが、全体的

な、いわゆる手続ですとかが法に合致しているの

か、それが適切に運用されているのかっていうのを

客観的に見ていただく必要があるというふうに思っ

ていますので、全体的な立てつけの見直しについて

は調査委員会の指摘を待ちたいという意味で答弁を

させていただきました。 

○金兵智則委員 これ基本方針って法律に基づいて

多分つくったんだと思うんです。 

 重大事態に当たることには２点ありましたよね。

それを照らし合わせていったときに、多分重大事案

に当たるものはもうあるんじゃないかなと僕自身は

思っています。 

 30日っていうところ、これ多分両方とも該当しな

きゃいけないなんていうことは法律には書いてない

はずなので、どちらかに該当すれば重大事態になる

はずなんです。 

 それはもう既に、この法律を受け取った網走市の

立てつけとしてずれているんだなと僕は思うんです

よね。 

 それを、調査委員会を待ってしまうと、本当にこ

の間にもしあったらまた同じことになりますよ。同

じこと言われますよ、これ。 

 委員会でまた補正を組んできたら。 

 そこは、やれることは順次やっていかなきゃいけ

ないんだと思うんですよね。 

 それは多分、教育長、そういうことで、そういう

理解をしたいというふうに思いますけれども、どう

ですか。 

○岩永雅浩教育長 そのように理解しています。 

○金兵智則委員 なので、そこは早急にやれること

は是正をしてください。 

 これまでと同じやり方だと見逃す事態が出てきま

す。はっきり言わせてもらいます。 

 それでお伺いしたいんですけれども、これも多分

初めてのことなのでちょっと疑問に思うことなんで

すけれども、これ調査委員会が立ち上がってから補

正予算っていうのにちょっと疑問なんですよね。 

 普通は、調査委員会が始まるから補正予算を組ま

せてくださいっていうのが、通常の流れじゃないか

なと思うんですけれども、いかがですか。 

○高橋善彦学校教育課長 御指摘のとおりですね、

もともと予算を組んでおりというようなところでは

あろうかと思うんですけれども、今回このいじめ対

策事業に関しましては、その専門委員会委員のです

ね、報酬経費なども計上されておりましたことか

ら、調査委員会がそこに移行して、今回第１回目を

終了しておりますけれども、そこの経費について

は、そこの事業の中でですね、流用してまかなえる

ことができるということで行ったという経過がござ

います。 

○金兵智則委員 なるほど。おっしゃられているこ

とはわからなくはないですけれども、それではうま

くいかないっていうことはもう目に見えていたわけ

じゃないですか。 

 そうしたら、やっぱりある程度のものは先に普通

は組むものなんじゃないのかなというふうに思うん

ですけれども、違いますかね。 

○高橋善彦学校教育課長 委員御指摘のとおりです

ね、当初からですね、こういったことを想定した上

での予算措置というのが必要になるものと感じてご

ざいます。 

○金兵智則委員 これもちょっと是正しなきゃいけ

ない部分の一つなんじゃないかなと僕は思います。 

 それで、結局のところですね、５年前ですか、附

属機関条例を設置したときにこの中ではやっぱり賄

い切れないので、今回このような苦肉の補正予算に

なったんだというふうに思うんですよね。 
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 多分今後同じことがあったときには、このやり方

をしていくっていうことが本当に正しいのか、もう

ちょっとやり方的に附属機関としてなのか、それは

ちょっとわからないですけれども、特別公務員扱い

とかっていうことになるのかどうかわからないです

けれども、そういったやり方もいま一度考えなきゃ

いけないんじゃないかなと思いますがいかがです

か。 

○高橋善彦学校教育課長 委員おっしゃるとおりで

すね、このやり方につきましては様々な方法がある

ということは承知しております。 

 今回時間がない中でですね、一応こういった形で

今進めているわけでございますけれども、そういっ

た様々なやり方をですね、他市の状況などをです

ね、いろいろと研究しながら是正できるところは是

正をしてですね、しっかりと取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○金兵智則委員 時間がない中でというのもありま

したけれども、前回４月の委員会でも言わせてもら

いましたけれども、やっぱり連携不足だったんだと

思います。 

 ４月の委員会でも言わせてもらいましたけれど

も、最後２月の案件については、学校との連携がも

う少しうまく取れていれば起きなかったんじゃない

かっていうようなことも言わせてもらいましたけれ

ども、そこが連携不足だったからこそ、どんどん時

間だけが経過してしまって時間がなくなっているわ

けですよね。 

 先ほど古都委員からもありましたけれども、人が

亡くなったという最悪の事態だけは防げたわけです

から、今回のことについて教育委員会の中では大い

にいろんな意味で反省をし、組み立て直さなきゃい

けないところをあぶり出し、早急に組み立て直し

て、次がないことを願いますけれども、もちろんい

じめですからね、次の調査委員会というものが立ち

上がらないことを願いますけれども、次に、もし万

が一そういうことがあったときには、きちんとした

対応が取れるようにしていただきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 それではほかに質疑ございます

か。 

○栗田政男委員 それぞれ議論を聞いていたので内

容については理解したつもりですが、しばらくぶり

のこの所管なので確認しますけれども、教育委員

会、僕が今見ている限り、この案件に関してちゃん

とやっているのかなっていうのをどうもいつも感じ

るんですけれども。これもそれこそ４月の委員会で

も出ていましたけれども、どういう立ち位置で、ど

ういうふうに取り組んでいくっていうのがいまいち

こう何て言うのかな、積極性が全然見えないんです

けれども、それについて見解があったら教えてくだ

さい。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午後１時18分休憩 

             午後１時18分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 栗田委員の質疑に対する答弁から。 

○高橋善彦学校教育課長 失礼いたしました。 

 取組でございますけれども、いじめ防止対策推進

法や網走市いじめ防止基本方針に基づきですね、今

後こういったようなことが起こらないようにです

ね、この案件について進めていきたいというふうに

思ってございます。 

○栗田政男委員 何かこの設置された委員会も、僕

は形だけつくっているようにしか感じないんです

ね。 

 本当に魂の入ったものであるのかなっていう疑問

を感じるのは、いろんな質疑のやり取りを聞いてい

て感じるんです。 

 それで、弁護士のギャラにしても、それが正当か

っていうとね、あまりにも高額過ぎるし、この全体

予算が今回1,000万のあれですよ。 

本当に必要で、どうしてもやらなくちゃいけない

ものであれば、当然、最終的に命に関わる案件です

から必要ではあると思うんだけれども、どうも答弁

を聞いていても、安直に、少し難しくなったから上

乗せしなくちゃいけないねみたいな、それで本当に

役所としての積算根拠になっているんでしょうか

ね。 

 今までのやり方じゃ少な過ぎるからって、そうい

う話ではないような気がするし、こういう案件とい

うのは、我々国民、市民が、ある面でボランティア

的に取り組んで、必死に子供たちの生命を守るとい

う大切な義務がある案件ですから、そういう意味か

らするとギャラ在りきで、弁護士だからそれだけ、

到底考えられないような高額なギャラが支払われる

わけですよ。 

 それでその弁護士がその専門家であったり、知見

がすばらしかったり、いろんなことに対してアドバ
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イスもしっかりとした成果の出ると予想されるので

あればいいんですが、答弁を聞いても、いやいやそ

んな専門家ではなくても弁護士ですから、司法試験

に受かっていますからみたいな話ではどういうこと

なのかなって、意味がよくわからないで僕は聞いて

いるんですけれども、その辺、原課としての認識を

もう一度お伺いしたいんですが。 

○高橋善彦学校教育課長 弁護士への委託料の単価

ですけれども、確かに相場感で言いますと高いとい

ったようなイメージはあるかと思います。 

 しかしながら他市の状況をですね、確認した中で

いけば、同程度もしくはさらにお支払いをしている

というような例もお聞きしております。 

 一方で、今回調査を担っていただく委員の方につ

きましても、そういった中でいじめの調査といった

ところの経験はないというふうに伺っておりますけ

れども、他の弁護士会の方ですとか、そういったと

ころの弁護士の先生の御意見なども伺える環境にあ

ると伺っておりますので、そういった中でしっかり

と対応していただけるものというふうな認識をして

おります。 

○栗田政男委員 同じことなのでね、それ以上言い

ませんが、高額だっていうことを指摘しています

し、高ければいいっていうものではないと思いま

す。 

 先ほど言ったように、みんなの力でしっかり取り

組んでいかなくちゃいけないことですから、逆に言

うと、市民の皆さんの中にもいろんな有識者がたく

さんいらっしゃいますし、いろんなことで協力して

くれる方はいると思います。 

 とにもかくにも言い訳ばっかりで、これ何のため

にやるかって、再発しちゃいけないんですよ。 

 網走の中でもう二度といじめを出さないよってい

う真剣な取組の中で、絶対に出さないという本当に

真摯な姿勢が教育委員会にないと学校にも伝わらな

いですし、もちろん学校の内部がもっともっと厳し

く、自分たちで一時的な責任が学校にありますか

ら、そこの監督責任が必ずあるわけですから、そう

いうことが伝わっていかないと思うんですよね。 

 みんな責任をなすり合ったり、各委員会でやって

いるから、それで時間があまりにもかかり過ぎます

よね。 

 このスケジュールでいくと本当に１年かかってし

まう。 

 その間にどんどん薄れていって、だんだん風化し

ていって、本当の意味から薄れてくるんじゃないか

って。もっとスピード感をもって、これを進めるこ

とできないんでしょうかね。 

○高橋善彦学校教育課長 調査の期間につきまして

は来年の３月までというようなことで想定はしてお

りますけれども、こちらといたしましてもできるだ

け早くですね、調査結果を出していただきたいとい

うふうには考えてございますけれども、何分関係者

が多いといったところもございます。まだ実際の調

査が始まっておりませんので、それが３月、４月を

超えてしまうとかそういったようなこともあり得る

かもしれませんが、こちらとしては、できるだけ早

くに調査のほうを終了していただければというふう

には考えてございます。 

○栗田政男委員 その間教育委員会の取組はどうい

うふうに。それの当然事務局をやられるみたいなの

で、その間には積極的な教育委員会としての動きっ

ていうのは、ほかの部分でもあるんでしょうか。 

○高橋善彦学校教育課長 調査委員会の調査と並行

してですね、調査委員会に全てを丸投げというよう

なことではございませんので、これまでどおり学校

と連携を図りながらですね、学校の状況などを確認

していくと、そういったようなことに努めていきた

いというふうに思っています。 

 重ねて、先ほど金兵委員のほうからもおっしゃら

れたように、すぐにでも直せるようなところはです

ね、直していくという多様な視点を持ちながらです

ね、取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

○栗田政男委員 それ以上言っても同じなのでね、

言いませんが、一番問題なのは加害者側の子供も、

被害者側の子供も、両方とも傷ついているんです。 

 そういう心のケアをしっかりとね。 

 僕は今回の案件で感じたのは、重大で発表する、

発表しない基準がどこにあるのか知りませんが、全

国的に発表してしまったと。 

 それによって網走って何かメリットがあったのか

なって、僕は今でも疑問に思っています。 

 なぜそんなことを発表しなきゃ、発表することに

よって何かメリットがあったのかなって。 

 発表しなくちゃいけない、真実を出さなくちゃい

けない、いろんなことがうたわれているのかもしれ

ない、どっかに。 

 それにしてもいろいろやり方ってあったんじゃな

いかなというふうに思いますし、とにもかくにも、
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大人の目線じゃなくてそこには子供が加入してくる

し、今回の調査に当たっても、子供たちをまた再調

査していくような方法になると思うんですよね。 

 それによって、そんなに気持ちのいいものでもな

いでしょうし、かなり前のこと、１年前以上も前の

ことも聞かなくちゃいけない、記憶が薄れている部

分もあるかもしれない。 

 いろんなことで、その辺の配慮をね、特段の配慮

を持ちながらやっていくっていうのは十分に、これ

は教育委員会としてしっかり指導していったほうが

いいと思います。 

 そうしないと傷つくのは最終的に子供たちですか

ら。 

 もちろん二度とこんな案件がないように、こうい

う委員会が立ち上がらないように、金兵委員も言っ

ていましたが、そういう網走市であってほしいとい

う、その一助として今回の在り方っていうのをしっ

かりと見届けたいと思いますので、しっかりとした

報告をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 すみません、先ほどの金兵委員の

やり取りでちょっと気になった部分があったんです

けれども、まず学校で何か問題、そうしたいじめの

問題が起きたときに、学校側が重大事態の疑いがあ

るというので、教育委員会に報告を上げた上で、そ

の中で協議するということなんですかね。 

○大垣正紀学校教育部次長 はい、おっしゃるとお

りでございます。 

○古都宣裕委員 申し訳ない、今回私がちょっと個

人的に調査して、該当の学校とかも伺った中では、

今回の３件とされる事件の内の２件はそのような報

告をしているんですけれども、もう１件に対しては

私どもはそういった報告の仕方で上げてはいないと

いう話を聞いたんですよね。 

 ということは重大事態の疑いとして報告されてな

い中で、重大事態というふうな認定に至っているん

ですよ。 

 どういう経緯なんですか。 

○大垣正紀学校教育部次長 重大事態の疑いにつき

ましては、基本的にはその学校がいじめを認定して

から、一定期間、指導それから調査していく中で、

どうしても解決できないということ、もしくはもう

一つの中に、いわゆる児童生徒の保護者からいじめ

による重大な被害が生じたという申立てがあったと

きは、重大事態としての発生の疑いがあるというこ

とで連絡が来て、受けるということになっていま

す。 

○古都宣裕委員 学校を通さずに、該当の保護者が

教育委員会に対してそういう申立てが来た場合は、

そういう調査になるということなんでしょうか。 

○大垣正紀学校教育部次長 はい、そのような場合

もございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 もう１点、先ほど弁護士費用の中で１日３時間と

いう話で、弁護士さんは北見の方だと思うんですけ

れども、この３時間の中にこちらまで来る交通の時

間とかって含まれるんですか。 

 もし含まれるんだったら実質調査の時間って１時

間ちょっとぐらいな感じになっちゃうんですけれど

も。 

○高橋善彦学校教育課長 弁護士のですね、移動費

用につきましてはこの時間に含んでおりません。 

 その部分に関しては費用弁償というような形で見

ておりますので、あくまでもその調査、それに係る

事務をした部分に関して、時間当たりの単価という

ような考え方でございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に進みます。 

 次に、議案第１号中、スポーツ振興事業体育器具

整備事業について説明を求めます。 

○大西広幸スポーツ課長 議案資料26ページを御覧

ください。 

 令和５年度一般会計スポーツ振興費、体育器具整

備事業の補正予算について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容についてですが、トレーニン

グ器具整備に対するスポーツ振興くじ助成金、通称

ｔｏｔｏの交付決定に伴いまして、その財源を補正

するものでございます。 

 補正額についてですが、歳入では諸収入として

127万4,000円の追加補正を行うものでございます。 

 これに伴いまして、一般財源の所要額が127万

4,000円の減額となります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 今回、導入される器具はどういっ



- 24 -  

たものになるか質問いたします。 

○大西広幸スポーツ課長 トレーニング室内のスミ

スマシンというマシンになりますが、初心者でも、

バーベルのトレーニングがしやすい、ガイドつきの

トレーニング器具となっておりまして、初心者の方

も安心して使える器具となっております。 

○古都宣裕委員 網走市のトレーニング室というの

か、ほかのジム等に比べてかなり安価で充実されて

いるのは、私もたまに利用するので存じているんで

すけれども、一方で、網走はかなり合宿地としての

力を入れていると認識しております。 

 こうした器具の充実というのもそういった一助に

なるのかなと思うんですけれども、体を振動させ

て、マッサージ効果が高いような器具というのが高

価なんですけれどもありまして、そういった器具を

導入して、合宿誘致の一助につなげるようなケアの

部分とした、そういった器具の充実も図っていくこ

とが大事だと思うんですけれども見解をお聞かせく

ださい。 

○大西広幸スポーツ課長 今委員がおっしゃった器

具につきましては、昨年、先進地を視察した際に新

しいトレーニング室で導入されているのは私も見て

おります。 

 確かに高額なものですが、体のケアとしてはいい

ものであるし、合宿の皆さんも活用できるのかなと

思います。 

 ただ、今年度これから陸上等合宿が始まりますの

で、その辺は各チームの皆さんにもこのような器具

があったら活用できるかというところも含めて確認

しまして、今後、導入について検討したいと思って

おります。 

○古都宣裕委員 オリンピック等でも導入されてい

たりとかしながらも、器具が高額なのもちょっとわ

かっているんですけれども、その上で、市民の健康

増進という部分で、どちらも使えるという意味で

は、しっかりとそうした部分、先進的なマシンとい

うのも導入も検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古田純也委員 今回更新されるスミスマシンとい

うのは、使用期間どのぐらい使われていたのでしょ

うか。 

○大西広幸スポーツ課長 今回更新するマシンにつ

きましては平成13年に購入したものとなっておりま

して、22年ほど経過したものとなります。 

○古田純也委員 更新後、このマシンというのはど

うされるんですか。 

○大西広幸スポーツ課長 この更新に至った経過と

しましても補修等、故障も発生しておりましたの

で、古い機械、入替えする機械については廃棄する

という形になります。 

○古田純也委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではほかに質疑がないようですので、お諮り

いたします。 

 議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、教育委員会関係分については、全会一致により

原案可決すべきものとして決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に、議案第２号網走市附属機

関条例の一部を改正する条例制定について説明を求

めます。 

○里見達也学校教育課参事 それでは議案資料の27

ページを御覧願います。 

 網走市附属機関条例の一部改正概要について御説

明申し上げます。 

 改正の趣旨でございますが、潮見小学校に通級指

導教室が新規に開設されたこと、及び近年の教育相

談件数の増加に伴いまして、網走市教育支援委員会

の定数の見直しを行うため、当該条例の所要の改正

を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、当該条例の別表で規

定しております、同委員会の委員定数につきまし

て、現行20人以内のところを25人以内に改めようと

するものでございます。 

 施行期日につきましては、令和５年７月１日から

施行しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○金兵智則委員 20人以内ということで定数になっ

ていますけれども、今実際何人いらっしゃいます

か。 

○里見達也学校教育課参事 現行の委員につきまし

ては20名でございます。 

○金兵智則委員 マックス20名いる中で、なかなか
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20人じゃ厳しいよということで25人にということな

んですけれども、足りますか、大丈夫ですか。 

○里見達也学校教育課参事 今の金兵委員のお話で

ございますが、今回の委員定数の見直しに関しまし

ては、先ほど申し上げましたとおり、潮見小学校に

新たに通級指導教室が開設されたということでござ

いまして、具体的には、その担当の障害児教育担当

の先生が新たに委員に就くことになります。 

 また、足りるかというお話につきましては、教育

相談件数、これからも増えていくことが想定をされ

ますので、その案件と合わせて今後推移を見ながら

ですね、委員の数については引き続き検討していき

たいと思っております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 また、条例改正を含めてという御説明だったと思

うんですけれども、多分結構厳しくなってきますよ

ね、相談件数は今後は間違いなく。子供の数は減っ

ていきますけれども、相談件数、結構増えていくん

じゃないかって予測されていますので、以内になっ

ていたので、もっと大幅でもよかったのかなとちょ

っと思ったものですからお伺いしましたけれども、

またその都度、対応していただければというふうに

思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第２号網走市附属機関条例の一部を改正する

条例制定については、全会一致により原案可決すべ

きものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定しました。 

 それでは、ここで理事者入替えのため暫時休憩い

たします。 

午後１時38分休憩 

午後１時39分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 次に、請願の審査を行います。 

 令和４年９月８日に開催された代表者会議、その

後の議会運営委員会において、議会先例、事例、申

し合わせ事項106として、次のように取り扱うこと

が決定されております。 

 （１）請願陳情は、原則として付託された定例会

の委員会において、会期中に審査するものとする。 

 （２）上記にかかわらず、閉会中継続審査された

請願、陳情は、原則として、次回の定例会までに審

査を終了するものとし、それができない場合でも、

付託以後１年以内のいずれかの定例会において審査

が終了するよう努めるものとし、結審に至らない当

該案件は審議未了として取り扱うものとする。 

 代表者会議では、提出後１年以内に開催されるい

ずれかの定例会で２回審議を行い、結審がつかない

ものは審議未了、廃案として取り扱うことで決定し

ているため、今回結審つかないものは次回の定例会

以降に再度要審議といたします。 

 それでは、まず初めに、請願第３号道教委「これ

からの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直し

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育

を求める意見書提出についての請願について審査い

たします。 

 この請願について委員の皆さんの御見解をお示し

いただきたいと思います。 

○金兵智則委員 こちらの請願ですけれども、毎年

出てきている請願ではあるのかなと思いますけれど

も、通ったり、通らなかったりという状況でござい

ますけれども、やっぱり子供たちがですね、人数は

減っていっている状況とはいえですね、やっぱりそ

の地方で高校が近くにないといったような、生まれ

たところでそこに差異がなるべく出ないようにする

というのがやっぱり基本だというふうに思いますの

で、これはぜひとも採択という方向で進んでいいた

だきたいなと思います。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○古田純也委員 授業の質を高めるためには、やは

り35人学級が適しているんじゃないのかなっていう

意見もあり、30人以下に下げるということは……。 

○永本浩子委員長 古田委員、現在行っている請願

はその内容ではございません。 

〔「記にあるよ」と呼ぶ者あり〕 

 ありましたか。 

 失礼いたしました。 

○古田純也委員 よろしいですか。 

 30人以下に急遽するということは、やはりこち

ら、地域にも格差があると思いますけれども、都市

圏内で言うならいろいろと教室を増やす問題やま

た、教員の数を増やさなきゃいけないといういろい

ろな問題があると思いますので、この辺は少しちょ

っと慎重に考えるべきということで、継続です。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○里見哲也委員 請願にあるように豊かな学びを求

める指針には異論はないんですけれども、古田委員
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からもありましたように、この人数の部分でいうと

30人以下に引き下げることという請願になっていま

すが、現行法の40人からこの請願の30人以下に引き

下げるというのは、ちょっとこれに対応する教員や

教室などの現実面を考えると、ちょっと極端かなと

いうふうに考える部分もあって、これについては、

網走市議会としてこの請願を採択するのには、網走

の現状とマッチしていないように感じますので、継

続ということでお願いしたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがですか。 

○古都宣裕委員 請願内容、精査しましたところ、

これはもう、今現在、網走で何か高校がなくなると

かっていう話では今現在はないんですけれども、こ

うなったらいいだろうなという理想の部分も大きく

関係しているんだと思います。 

 30人以下できめ細かく見られる状況というのはも

う本当にいいことだと思いますし、別に、今現在、

そういう方向を持ってほしいという願意を酌み取っ

た上では、可決していいのではないかなと私は思い

ます。 

○永本浩子委員長 採択ということですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに。 

○栗田政男委員 毎年本当に、毎年上がっている案

件です。 

 道教委の考え方というのは画一的に人数で、間口

をどんどん絞っていって、コスト重視ですよね。 

 近隣では小清水高校がなくなり、留辺蘂高校は多

分募集停止になるというお話です。ということはい

ずれ閉校。 

 どんどん地方で学習する環境がなくなっていくん

ですよ。 

 日本全体を見ても、やっぱり教育に対する意識が

薄過ぎる。 

 国家としても、行政としても、全てに薄過ぎる。

そういうふうに感じます。 

 少ないっていうのもいろんな判断基準はあると思

いますし、ある程度人数が必要かってなるので、前

は35とうたっていたような気がするんですが、今30

人ぐらいでいこうという話なので、やはり教育って

いうのはお金には代えられない、代えがたいすばら

しいものですから、国家に反映させるのが僕は教育

と思っているので、そういう意味からするとぜひと

もこういう請願というのは末永くきっちりと言い続

けていくことが大事だと思うので、誰が出している

とか、出していないとかってそういう政治的な判断

は全く無視して、しっかりやりたいと思います。 

 賛成です。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがですか。 

○村椿敏章委員 私もこの請願については採択すべ

きだと考えます。 

 この間小清水高校など様々な地域でなくなってき

ておりますが、地域に高校がなくなることによって

子供たちが伸び伸びと過ごしていけない、そういう

状況、衰退もしますし、やはり高校を残していく方

策としては30人学級ということも検討していくべき

だと思いますし、採択すべきと考えます。 

○永本浩子委員長 それでは、皆様から御意見いた

だきましたけれども……、金兵委員。 

○金兵智則委員 やっぱり教育の分野ですから、な

るべくという栗田委員からのお話もありましたし、

今の継続とおっしゃられている方々、この30人学級

のところだけがどうしてもって言うのであれば、こ

こを削除した上ででも、なるべく通していくってい

うことを考えていくべきだというふうに思います。 

 そこだけなら記の２番を削除した上でも、豊かな

学びを保障する高校教育を求める請願ですので、通

していくという方向を見出していく必要があるんじ

ゃないかなと思いますけれども。 

○永本浩子委員長 今、金兵委員のほうから、文言

整理をした上で通してはいかがかという御意見が出

ましたけれども、継続ということでした古田委員、

里見委員、御意見いかがでしょうか。 

○古田純也委員 一応会派としての意見で持ってき

たので、その辺は……ちょっと私のほうではちょっ

と何も言えないんですけれども。 

○金兵智則委員 会派の代表として座られているの

はわかりますけれども、委員会に出席されている方

は責任を持って判断していただかなきゃいけないと

思いますし、先ほどの話を聞いている限りこの２番

だけがお二方とも引っかかっているのであれば、そ

こを削除してでも通すのは、やっぱり網走として教

育をしっかり維持していこうという意思表示にもな

ると思うので、そこは、そういう方向で進めていた

だきたいなというふうに思います。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時48分休憩 

午後１時52分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 金兵委員の２番を削除して提出ということではい
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かがでしょうかという意見に対する御意見、いかが

でしょうか。 

○古田純也委員 ２番の「30人以下に引き下げる」

ということを削除で、私たちは採択させていただき

ます。 

○里見哲也委員 同様の意見になりますけれども、

今の30人以下というこの項目を削除で、採択でお願

いいたします。 

○永本浩子委員長 それでは意見の一致を見ました

ので、請願第３号道教委「これからの高校づくりに

関する指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆ

たかな学びを保障する高校教育を求める意見書提出

についての請願については、全会一致により採択す

べきものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 意見書としては、２番を削除した形で出させてい

ただきます。 

 

○永本浩子委員長 それでは、次に、請願第４号義

務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復

元、「30人以下学級」の実現など教育予算確保・拡

充と就学保障の実現に向けた意見書提出についての

請願について審査いたします。 

 この請願について、委員の皆さんの御見解をお示

しいただきたいと思います。 

○金兵智則委員 こちらも今度、義務教育バージョ

ンと言ったらいいのかどうかわからないですけれど

も、毎回、毎年出てきているものなのかなというふ

うに思います。 

 やっぱり子供たちの教育を守るといった観点か

ら、これも採択の方向で進めていただきたいなとい

うふうには思っております。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○古田純也委員 こちらも先ほどと同様な項目があ

りますので、どうしてもこれ30人以下学級というと

ころが先ほどと同じ意見ですので、継続で。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○里見哲也委員 この点、先ほどの人数の部分は同

じような内容がありますけれども、義務教育の費用

負担について、国と道の負担ですか、市町村とは別

の部分があるのかなと。学校の設置運営は市町村か

と思いますけれども、そういう意味でちょっと継続

というふうに会派ではまとまっているものですか

ら、ちょっとこれについては人数とは別の部分の中

で持ち帰りたいって言いますか、継続でお願いした

いなというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかに。 

○古都宣裕委員 願意としては、先ほどと同じよう

な中で、ある程度賛同できるところでありますが、

私としてはこの記の第５「朝鮮学校の授業料無償化

適用除外の撤回を実現すること」、この部分がどう

しても……今朝鮮学校というのが、反日教育がされ

ているという部分と国に認められていない。そして

また、歴史として北朝鮮の拉致に関係したという方

が実際に捕まっておりますし、また現在も国際指名

手配になっているような方がいるようなところでも

あります。 

 という観点から見ても、ここを削除しない限りは

賛同できないです。 

○栗田政男委員 いろいろ考え方、イデオロギーが

違いますからわかるような気がしますので、できる

だけ僕は通したいので、やっぱり国家を挙げて教育

には力を入れるべきだというふうに思っているの

で、そういう観点から削除できるところは削除し

て、折り合いをつけていければ幸いだっていうふう

に思っています。 

 取りあえず採択です。 

○永本浩子委員長 ほかに。 

○村椿敏章委員 私たちの会派は毎年ですけれど

も、これは採択すべきと考えます。 

 子供たちが減ってきているのと、それから子供た

ちの教育を保障するという面では30人以下学級とい

うのも必要だと、今35人にほとんどなりそうな状況

ですから、30人を目指していくっていう運動も必要

だと思いますので、採択すべきと考えます。 

○永本浩子委員長 それでは意見が分かれた……。 

○金兵智則委員 何点かお話をさせていただきま

す。 

 まず５点目については、これはこれまでの委員会

の中ではですね、削除する方向だったら通せますよ

というような意見があったときには対応していまし

たので、皆さんがもしここがなければと言うのであ

れば、古都委員からそのようなお話が出ていました

ので、それで御理解を頂けるならそれもありなのか

なというふうに思いますし、古田委員から出ていま

した「30人」っていう文言が入っているのでってお

っしゃられていましたけれども、一応さっきと違う

のはですね、さっきは30人以下に引き下げることっ

ていう記だったんですよね。 

 今回ですね、よく読んでいただければわかるので
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すけれども、30人以下学級の早期実現に向けて、順

次回答するように求めますと、30人以下を目指しま

しょうよという言い方ですので、そこが「30人」っ

ていう人数があるから駄目なのであれば、今よりも

少人数に向けてというような言い方だってできるわ

けで、「30人」があるから継続というのであれば、

ちょっとその辺もなるべく通すということを考えれ

ば検討いただきたいなというふうに思います。 

 あと、里見委員についてなんですけれども、ちょ

っと何が理由だったのかよくわからなかったので、

もしよかったらもう一度御説明いただけたらなとい

うふうに思うんですけれども。 

○里見哲也委員 これちょっと私の認識が間違って

いれば、この議会の中で直していただくのも変なの

ですが、義務教育の費用負担ですね、国の負担と道

の負担ということで、市町村については学校の設置

運営を担っているという認識だったものですから。

ですから、国と道の費用負担の割合のことについて

市議会で請願を出すのはいかがなものかなという、

これは疑問ですけれども、そういった意味でちょっ

と持ち帰って継続したいなというふうに思った次第

です。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時00分休憩 

午後２時06分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 金兵委員からのただいま提案がありましたけれど

も、その提案に対して文言整理をした上で、採択で

きるかどうかということで、まず、古都委員、記の

５を削除すれば採択ということでも大丈夫かどう

か、御意見をお伺いいたします。 

○古都宣裕委員 ５番の後半の部分を削除していた

だけるのであれば、賛同いたします。 

○永本浩子委員長 それでは、古田委員、人数につ

いてはいかがでしょうか。 

○古田純也委員 ここのところ以前も通ったという

話も聞きましたので、今よりも少人数学級に向けて

ということで、言葉を変えていただければ採択させ

ていただきます。 

○永本浩子委員長 それでは、里見委員。 

○里見哲也委員 さっきの国と道の負担の部分、私

が不勉強もありまして今理解させていただきまし

た。 

 内容につきまして持ち帰ってというお話をしたの

は実は５番のところ、ちょっと詰めてと思ったんで

すけれども、削除できるということの中で出せるの

であれば、ここと、あと２番の人数のところ。根っ

こは同じなものですから、教員とか教室っていうと

ころもあったんですけれども、ここを調整して出し

ていただくっていうことの中で採択したいと思いま

す。 

○金兵智則委員 改めて最後に確認をさせていただ

きたいんですけれども、５番の部分についてなんで

すけれども、今お話伺ったところによると、古都委

員は後半の部分というふうにおっしゃられていたの

で、「高校授業料無償制度への所得制限撤廃するよ

う要請します」っていう部分についてはオーケーだ

っていうお話と、今最後里見委員は５番をっていう

ところだったので、結局どういう整理になるのかの

確認だけ最後させていただきたいなと思ったんです

けれども。 

○永本浩子委員長 それでは、里見委員。 

○里見哲也委員 すみません、文章の中の半分とい

うのもありなんですね。 

 そうであれば後半だけで採択でお願いします。 

○永本浩子委員長 古都委員もそれでよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、いろいろと御意見まとまりましたの

で、それではお諮りいたします。 

 請願第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

２分の１への復元、「30人以下学級」の実現など教

育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

提出についての請願については、全会一致により採

択すべきものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 意見書提出の際は、「30人以下学級」のところを

「小人数学級」と変更し、そして、２番の記の「30

人以下学級」もタイトルとともにそのように変更、

そして５番に関しては、後半の朝鮮学校のところを

削除するということで意見書を文言整理した上で、

提出するということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○永本浩子委員長 それでは、次に、請願第６号あ

ばしり子ども未来支援条例の制定を求める請願につ

いて審査いたします。 

 この請願について委員の皆さんの御見解をお示し

いただきたいと思います。 

 いかがでしょうか。 
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○金兵智則委員 網走の大切な大切な財産である子

供たちを守っていこうという請願なのかなと、その

ための条例をつくってくださいという請願になるん

ですけれども、条例の策定に進むに当たってはやは

り教育委員会や市長部局の御協力を仰ぎながら、忙

しいと思いますけれども、御協力を仰がなきゃいけ

ないのかなというふうに思いますけれども、やっぱ

り国のほうでも今、少子化対策、子育て支援という

のを異次元という言葉を使って発せられています

し、今網走の水谷市長もですね、子供政策に力を入

れていくといったこのタイミングでですね、こうい

った条例の制定を目指すという請願でございますの

で、ぜひとも採択というほうに進んでいただけたら

なというふうに思います。 

○永本浩子委員長 そのほか御意見いかがでしょう

か。 

○里見哲也委員 これ、総務のほうにかかった請願

第５号網走まちづくり条例との兼ね合いがある、私

の中ではあるんですけれども、これは今回請願第６

号あばしり子ども未来支援条例、条例ではなくてで

すね、具体的な政策っていうのを現行の市議会、

我々にですね、図るべきではないだろうかというふ

うに意見を持っております。 

 ですから、請願第５号はまた別の機会にというの

はあるんですが、この第６号につきましてもです

ね、条例を決めることを先行してここで諮るよりは

ですね、やりたいことがあるものをすぐ実行に移せ

るであろう具体的な政策を市議会に諮るべきと考え

て、条例制定を先行とするこの考えについては、不

採択でお願いしたいと思います。 

○古都宣裕委員 多分僕は里見委員と願意の受け取

り方が違うのかなと思うんですけれども、今いじめ

問題とかもある中で、網走市として市民と行政と議

会が一体となって、子供の未来を守るような条例を

つくっていってくださいというお願いだと思うんで

すよね。 

 それはもう確かにそのとおりだと思うので、私は

採択の方向で考えております。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがですか。 

○古田純也委員 私は、やはり条例の制定には慎重

にやるべきだと思います。 

 どうしても行政が、子供の教育やそれから家庭の

在り方を一方的に押しつけるイメージが、僕にはち

ょっとあるので、ここは慎重にやるべきだと思いま

すので、一旦継続で。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがですか。 

○村椿敏章委員 請願の内容の中で、やはりこの少

子高齢化、網走もどんどん減っていますよね。 

 今回、学校給食も無償化されることになりました

し、さらに子供を育てやすい、そういう網走を目指

していくっていう意味で、やはり条例を一つ制定し

てですね、そして網走の子育てに対する本気度を示

してくっていうか、そういうものになっていけばい

いなと思っておりますので、採択ということです。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょう。 

○栗田政男委員 政治家の大先輩の方に御指導いた

だいて、こういう形で上がってきているんですが、

すごく重たいような僕は気がします。 

 そういう意味からすると、もし取り組むにして

も、多岐にわたって我々がしっかりと調査研究しな

くちゃいけないんじゃないかなというふうに思っ

て、その時間が欲しいなという気がします。 

 もう一つは、この条例もしかすると、ややもする

と精神条例的なことになって、精神条例っていうの

は、確かに条例ですから法律なんですが、ややもす

るとあってもなくても同じものっていうような捉え

方をしてしまうところもあるので、つくるからには

僕は、条例はやっぱりしっかりとした取組をきちん

と列記したものであるべきだというふうに思ってい

るので、精神条例的なものになるのであれば困るな

という思いもあるので、ぜひともこれからこういう

部分が、特に子供の案件ですから、網走にとって非

常に未来につながる大事な部分です。 

 私たち議員も、これは理事者に頼ることなくね、

我々も真剣に、できれば私たちの力でつくっていく

べきではないかなというふうに思うので、そういう

時間が欲しいという意味で継続をお願いしたいと思

います。 

○永本浩子委員長 それではお諮りいたします。 

 請願第６号あばしり子ども未来支援条例の制定を

求める請願については、意見の一致を見なかったた

め、継続審査すべきものとして決定してよろしいで

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ここで意見書案を配付いたしますので

暫時休憩いたします。 

午後２時16分休憩 

午後２時19分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 休憩中に、意見書案を皆様のお手元に配らせてい
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ただきました。 

 この内容でよろしかったでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この２件に関しては意見書を送らせて

いただきます。 

 一つだけ、道教委に出す意見書ですけれども、提

出先が北海道知事、北海道教育委員会教育長、北海

道議会議長となっておりますが、法律上、北海道議

会議長には意見書は出せませんので、教育長のほう

に送った写しを道議会議長に渡していただくという

形で、この意見書を届けたいと思っておりますので

御承知おきください。 

 それでは、ここで理事者退出のため暫時休憩いた

します。 

午後２時20分休憩 

午後２時21分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 それでは行政視察について御協議願いたいと思い

ます。 

 まず最初に、行政視察を実施するか否か、決定し

ていきたいと思いますけれども、皆さん御意見いか

がでしょうか。 

○金兵智則委員 コロナのほうも落ち着いて、今ち

ょっとはやっているみたいですが、２類から５類に

なったということもありますし、やはり現地でお話

を聞いて現地の空気を感じながら、やはり勉強する

というのは、やっぱりオンラインではね、そこまで

いけないというところを両方経験してみてわかった

ところもありますので、ぜひともやはり行ける範囲

の中で視察には行く方向で進めていただきたいなと

いうふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかの皆さんよろしいでしょう

か。 

 それでは、行政視察を行うということで決定した

いと思います。 

 次に、日程、視察項目、視察先などを協議したい

と思いますけれども、まず日程ですけれども、改選

期の年は10月に実施するのが通例になっておりま

す。 

 ちなみに、今回、10月11日から14日が都市問題会

議で研政会と希政会の方が出席する予定になってお

ります。 

 10月24日から27日に全国市議会議長会研究フォー

ラムがあり、議長が出席ということで、この間は、

ちょっと重なるメンバーがいるかと思いますので、

避けたほうがいいのではないかと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○栗田政男委員 都市問題会議は主に位置づけとし

ては新人の皆さんの研修がメインだったように感じ

ているので、各会派の若い順番から、新しい順番か

らっていうことだったと思います。 

 それはそうとして、議長は別に委員会配属になっ

てないから遠慮しないで、議長が何かやっていると

きに私たちが出て行っても関係ないと思います。 

○金兵智則委員 栗田委員おっしゃるとおりだとは

思いますけれども、議長会フォーラムのほうにもし

かしたら網走市議会として参加しませんかというよ

うな今、意見交換もされていますので、わざわざそ

こにぶつけることはないのかなというふうに思いま

すので、その辺の御配慮はお任せしたいなというふ

うに思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに御意見がない

ようでしたら、この週をできるだけ外してというこ

とで、10月の中で日程調整をしたいと思いますの

で、正副に任せていただく形でよろしいでしょう

か。 

 それでは、次に視察項目、視察先などを協議した

いと思いますけれども、今日の時点で何か具体的な

ものをお持ちの方がいらっしゃったらお願いいたし

ます。 

○古都宣裕委員 今日視察の議論があるということ

で、ちょっと調べてきております。 

 僕が今調べている中で、別に場所は固まってない

んですけれども、何件だろう、６市ほどの項目があ

りまして、愛知県岡崎市のフリースクールの取組、

大阪市の学力向上支援チームの取組、宝塚市のスク

ールロイヤー、今いじめ問題もありましたので、弁

護士と組んでやるという取組を行っているところ、

大阪府寝屋川市の子供いじめ防止対策、福岡県久留

米市の自殺対策事業、兵庫県淡路市の検診、受診率

アップ作戦ということで、こちらはＡＩ等を活用し

た受診率アップとかをやっている先進的なものを一

応調べてきましたので、もしよろしければ御検討く

ださい。 

○永本浩子委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

○栗田政男委員 私も調べました。 

 小松市、石川県ですね。 

 これは赤ちゃんの紙おむつを無償で配る事業、お

むつ代ってすごくお金がかかるので、子育ての部分
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で重要なウエートなので、おもしろいかなと思いま

した。 

 また、どうしても所管事務調査的なことになって

しまうので、我々の所感を最優先で考えなくちゃい

けないので、あれですね、鹿児島県指宿市のスポー

ツコミッション、キャンプだとか合宿だとか、ここ

は非常に積極的にやってらっしゃいます。 

 当市もラグビーではメッカと言われる地域ですか

ら、そういう部分ではしっかりと学びたいなという

部分で指宿市、これは鹿児島県です。 

 それとですね、十日町、これは新潟県ですね。 

 これもね、紙おむつなんですよ。 

 ただ、これまたちょっとごみのほうと絡むんです

が、紙おむつの燃料化実証実験、当市にとっては非

常にこれからの課題としては重要な部分なのかなっ

ていう。 

 で、新潟にそのためだけに行くのかどうかってい

うのは別にして、岩国市のほうではごみ焼却の事業

やっていますが、前回の視察はごみ、ごみ、ごみと

いうことで、ごみ捨て場専門に回ったみたいなの

で、あんまりごみばっかりっていうのもちょっと偏

っているのかなっていう気がして、以上気になると

ころをその辺を調べてみましたので参考にしていた

だければなというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

 何かお持ちの委員さんいらっしゃいますでしょう

か。 

 今お２人の委員さんからかなり具体的に、また、

数多くの候補、視察項目を出していただきました。 

 ほかの委員さんも希望するものがあるかと思いま

すので、そしてまた視察先との調整等もいろいろあ

りますので、できるだけ早く、視察先、視察項目を

決めていきたいと思います。 

 それで、今お持ちの方、それからこれからまたこ

んなところはどうだろうかという案をお持ちの方、

一度ラインワークスの文教民生のところに簡単で結

構ですので上げていただいて、そしてもう一度委員

会をもって決定していきたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

 その委員会なのですけれども、できるだけ早目の

ほうがいいかと思いまして、６月26日の月曜か、７

月３日の月曜かどちらかと思っているんですけれど

も、皆さんの御都合はいかがでしょうか。 

〔「３日」と呼ぶ者あり〕 

 ７月３日の月曜日、午前10時から文教民生委員会

をもって、そこで決定するということでお願いいた

します。 

 事務局のほうから、過去の視察先もこれはサイド

ブックスに上げてくださっています。 

 また委員サロン、控室の本棚ラックに、令和５年

度版全国都市の特色ある施策集、全国市議会議長会

監修ということで、こういった本も置いてくださっ

ているということなので参考にしていただきたいと

思います。 

 それでは、そういったことで、次回の委員会でき

ちんと決定していきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 全体を通して何か各委員よりございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで文教民生委員会終了いたしま

す。 

 お疲れさまでございました。 

             午後２時30分閉会 


